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第三次循環型社会形成推進基本計画 国の取組に係る進捗状況表（第１回点検） 
 
（参考１）国内における取組 

第三次循環型社会形成推

進基本計画第５章第２節

の項目 

府

省

名 

取組概要 

 

※取組ごとに「１」、「２」等の番号

を付し、右の「当年度の進捗状況」及

び「次年度実施予定の施策（又は、今

後の課題・方向性等）」においても当

該番号を引用してください。 

第三次循環基本計画策定後、前年

度までに実施した取組 

当該年度の進捗状況 

 

（白書の「講じた施策」部分に活

用） 

次年度実施予定の施策 

（又は、今後の課題・方向性等） 

 

（白書の「講じようとする施策」部

分に活用） 

１ 「質」にも着目した循環型社会の形成 

（１）２Ｒの取組がより

進む社会経済システムの

構築 

 

① 社会経済システムとし

て２Ｒを推進すべく、国民・

事業者が行うべき具体的な

２Ｒの取組を制度的に位置

付けることを検討する。 

 

② ２Ｒの取組を進めるた

めには、川下の消費者のライ

フスタイルの変革に加えて、

容器包装の削減・軽量化、長

期間使用することのできる

製品の開発、リターナブル容

器の利用等の川上の事業者

の積極的取組を社会的費用

にも配慮しつつ推進するこ

とが必要となる。このため、

これらの取組を行っている

事業者が社会的に評価され

る仕組みづくり等を進める。 

また、持続的に消費者の行動

を促すことができるよう、地

域における消費者、事業者、

NPO、地方公共団体等の各主

体間の連携等のあり方につ

いて検討する。 

環

境

省  

 

１．各種２Ｒ（リデュース・リユース）に

関する施策の成果を踏まえつつ、異分野と

の連携及び先行的な取組事例についての

調査分析、２Ｒに関するデータ収集等を行

い、情報発信を推進する。（①、②、④） 

 

 

 

 

 

２．環境省では、経済的インセンティブを

活用した一般廃棄物の排出抑制、再生利用

の促進及び住民の意識改革を進めるため、

平成 19年 6月に「一般廃棄物処理有料化

の手引き」を策定し、市町村等による一般

廃棄物処理の有料化の取組を支援してい

る。 

また、同手引きと併せて「一般廃棄物会計

基準」、「市町村における循環型社会づく

りに向けた一般廃棄物処理システムの指

針」（これらを総じて３つのガイドライン

という。）を策定し、市町村等に対して、

一般廃棄物処理に関するコスト分析方法、

標準的な分別収集区分等を示し、市町村等

による廃棄物の適正処理・３Ｒの推進に向

けた取組みを支援している。（①） 

 

３．容器包装のリデュース・リユース推進

を図るため、内容物あたりの容器包装使用

１．平成 25年度には、各種２Ｒに取

り組んでいる事業者の情報を収集し

事例集を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

２．平成 25年度は、「一般廃棄物処

理有料化の手引き」をはじめとした

３つのガイドラインの普及促進を目

的として、市町村担当者を対象に、

３つのガイドラインの活用方法等に

ついての説明会を開催し、一般廃棄

物処理有料化の導入事例等を紹介し

た。さらに、３つのガイドラインに

関する市町村担当者からの質問に対

応するための質問窓口の開設や支援

ツールの更新等を行った。 

 

 

 

 

 

 

３． 容器包装を用いた商品の販売を

行う小売事業者の店舗において、内

１．平成 25年度の成果に加えて、Ｎ

ＰＯ、事業者等における２Ｒの取組

状況、各種統計が示す経済・社会情

勢の評価・分析を行うとともに、こ

れまでに整理・開発してきた２Ｒ取

組事例集、「３Ｒ見える化ツール」

等の活用による、物質循環の推進に

向けた、異分野間・主体間連携のあ

り方について検討を行う。 

 

２．平成 26年度は、「一般廃棄物処

理有料化の手引き」をはじめとした

３つのガイドラインの普及促進を目

的として、市町村担当者を対象に都

道府県等が主催する説明会等に講師

を派遣している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．容器包装を用いた商品の販売を

行う小売事業者の店舗において、内

１．これまでの２Ｒに関する施策の成果

を踏まえつつ、異分野との連携及び先行

的な取組事例についての調査分析、２Ｒ

に関するデータ収集等を行う。 

 

 

 

 

 

 

２．平成 27年度も引き続き、市町村等に

よる廃棄物の適正処理・３Ｒの推進に向

けた取組みを支援するため、「一般廃棄

物処理有料化の手引き」をはじめとした

３つのガイドラインの更なる普及促進に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．及び４． 中央環境審議会及び産業構

造審議会の合同会合において行われてい
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③ リユースを主要な循環

産業の一つとして位置付け、

リユース品が広く活用され

るとともに、リユースに係る

健全なビジネス市場の形成

につながるよう、盗品販売な

ど事業者の不適正行為防止

のための法令遵守体制（コン

プライアンス）の徹底はもと

より、リユース品の性能保証

など消費者が安心してリユ

ース品を利用できるような

環境整備を推進する。 

また、経済活動に適合し、２

Ｒにビジネスベースで取り

組む象徴的な事例を創出・定

着させることを目的に、社会

実験として、事業者等による

先進的取組を支援する。 

 

④ 「３Ｒ行動効果の見える

化」として、リサイクルも含

めて、個々の消費者・小売店

をはじめとする事業者が実

際に取り組むことができる

３Ｒ行動とその効果を分か

りやすくまとめ、きめ細やか

に情報提供する。また、３Ｒ

行動効果の結果を簡易に販

売促進や環境報告書への記

載などに活用できるように

し、取組実施のインセンティ

ブとする。 

 

⑤ 国民の「もったいない」

という文化、意識を活かし、

消費者、各事業者が連携し

て、食品廃棄物、容器包装の

削減などフードチェーン全

重量が少ない商品の販売・製造等の促進を

図っている。（②、⑤） 

 

 

 

 

 

４．容器包装のリデュース・リユース推進

を図るため、消費者、事業者、地方公共団

体等が連携した地域におけるびんリユー

スシステムの構築支援を行っている。（②、

③） 

 

 

５．使用済製品等のリユース促進事業研究

会を設置し、リユースに関する取組の活性

化を図るための事業を実施する。（②、③） 

 

 

 

 

６．循環型社会の形成に関する最新情報の

提供、循環基本計画の周知及び循環型社会

に向けた多様な活動等の情報発信を行う。

（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．国等は、グリーン購入法に基づき、２

Ｒの取組も含めた環境配慮型製品の調達

容物あたりの容器包装使用重量が少

ない商品を明確化し販売を行い、消

費者の消費動向や意識について調査

した。 

 

 

 

４．消費者、事業者、地方公共団体

等の関係者が連携し地域内でのびん

リユースを促進するための実証事業

を４件実施し、当該実証事業の中で、

各関係者による協議会の設置等につ

いても支援した。 

 

５．市町村がリユース事業者、地域

の NPOや市民団体と協力して、新た

に使用済製品等のリユースの促進に

資するモデルプランを地域の特性に

応じて立案してもらうモデル事業を

２件実施した。 

 

６． インターネットを利用する若い

世代に対し、恒常的に周知徹底を図

るため、WEBサイト「Ｒｅ-Ｓｔｙｌ

ｅ」（（ＰＣ版）「http：

//www.re-style.env.go.jp」、（携

帯版）「http：

//www.re-style.env.go.jp/k」）を

運営し、循環型社会の形成に関する

最新データやレポート等の掲載、循

環型社会基本計画の周知及び循環型

社会に向けた多様な活動等の情報発

信を行い、国民、民間団体及び事業

者等における活動の促進を図った。 

 

 

 

 

７．グリーン購入法に基づく基本方

針について、開発・普及の状況、科

容物あたりの容器包装使用重量が少

ない商品を明確化し販売を行い、消

費者の消費動向や意識について調査

する。また、製造段階におけるリデ

ュース設計の促進に係る課題点等に

ついて調査する。 

 

４．消費者、事業者、地方公共団体

等の関係者が連携し地域内でのびん

リユースを促進するための実証事業

を５件実施し、当該実証事業の中で、

各関係者による協議会の設置等につ

いても支援する。 

 

５．市町村や都道府県がリユース事

業者、地域の NPOや市民団体と協力

して、新たに使用済製品等のリユー

スの促進に資するモデルプランを地

域の特性に応じて立案してもらうモ

デル事業を３件実施する。 

 

６． インターネットを利用する若い

世代に対し、恒常的に周知徹底を図

るため、WEBサイト「Ｒｅ-Ｓｔｙｌ

ｅ」（（ＰＣ版）「http：

//www.re-style.env.go.jp」、（携

帯版）「http：

//www.re-style.env.go.jp/k」）を

運営し、循環型社会の形成に関する

最新データやレポート等の掲載、循

環型社会基本計画の周知及び循環型

社会に向けた多様な活動等の情報発

信を行い、国民、民間団体及び事業

者等における活動の促進を図った。

また、ソーシャルネットワーク

（Facebook）を活用し更なる情報発

信の効率化を行う。 

 

７．グリーン購入法に基づく基本方

針について、必要な見直しを行うた

る容器包装リサイクル制度の施行状況の

点検等の結果や、過年度までの事業の成

果等を踏まえながら、必要な措置を講じ

る。 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

５．モデル事業について継続実施しつつ、

当該事業が次年度で５年目となることか

ら、今までのモデル事業を踏まえたとり

まとめを実施するとともに、地方公共団

体等に対して情報提供を行い、リユース

に関する取組の活性化を図る。 

 

６． インターネットを利用する若い世代

に対し、恒常的に周知徹底を図るため、

WEBサイト「Ｒｅ-Ｓｔｙｌｅ」（（ＰＣ

版）「http：//www.re-style.env.go.jp」、

（携帯版）「http：

//www.re-style.env.go.jp/k」）を運営

し、循環型社会の形成に関する最新デー

タやレポート等の掲載、循環型社会基本

計画の周知及び循環型社会に向けた多様

な活動等の情報発信を行い、国民、民間

団体及び事業者等における活動の促進を

図る。また、ソーシャルネットワーク

（Facebook）を活用し更なる情報発信の

効率化を行う。 

 

 

 

７．グリーン購入法に基づく基本方針に

ついて、必要な見直しを行うため、平成
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体の改善に取り組む。 

 

⑥ 長期にわたって使用可

能な質の高い住宅ストック

を形成するため、長期優良住

宅認定制度の運用、認定長期

優良住宅に対する税制上の

特例措置の活用を促進する。 

を推進。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．小売業者による適正なリユースの促進

と家電リサイクル法に基づく引取・引渡義

務の適正実施を担保するため、小売業者に

対して「リユース・リサイクル仕分け基準

の作成に係るガイドライン」を踏まえた、

リユースとリサイクルの仕分け基準の作

成を推進する。（③） 

 

 

 

 

９．「使用済家電製品の廃棄物該当性の判

断について（通知）」を自治体に対して発

出し、リユース品として適さない特定家庭

用機器等の廃棄物該当性の判断基準を示

し、適正なリユースを推進する。（③）  

 

 

 

１０．市区町村の許可又は委託を受けな

い、無許可の廃棄物回収は違法であると啓

発するための広報を実施（③） 

 

 

 

 

 

 

学的知見の充実等に応じて、適宜必

要な見直をすることとなっており、

平成25年度においても、有識者等に

よる検討会を設置し、基本方針の改

訂作業を行った。 

また、各省庁等は、グリーン購入法

に基づき、調達方針の策定を実施し

ており、国等においては、ほぼ100％

のグリーン購入が実施され、率先し

たグリーン購入の推進がなされてい

る。 

 

８．特定家庭用機器の引取台数の多

い大手量販店等に対して、リユース

とリサイクルの仕分け基準の作成状

況について確認した。また、家電リ

サイクル法に基づく小売店への立入

検査時において、リユース品を取り

扱う場合は、リユースとリサイクル

の仕分け基準を作成するよう求め

た。 

 

 

９．リユースに適さない特定家庭用

機器等を違法に回収している事業者

への指導方法等の事例について、自

治体に照会し、結果をとりまとめた

上で自治体に対して情報提供を行っ

た。 

 

 

１０．国民向けチラシ・ポスターを

作成し、全都道府県・市町村へ配布

した。併せて、無許可の廃棄物回収

業者に関する啓発を図るため、環境

省ホームページに Q＆Aページ（啓発

ページ）を設けた。 

 さらに、インターネット対策とし

て、違法な廃棄物回収に関する広告

掲載について、Yahoo!、Googleに違

め、平成 26年度においても、有識者

等による検討会を設置し、基本方針

の改訂検討を実施。 

また、各省庁等は、グリーン購入法

に基づき、調達方針の策定を実施し

ており、国等においては、ほぼ 100％

のグリーン購入が実施され、率先し

たグリーン購入の推進がなされてい

る。 

 

 

 

８．特定家庭用機器の引取台数の多

い大手量販店等に対して、リユース

とリサイクルの仕分け基準の作成状

況について確認する。また、家電リ

サイクル法に基づく小売店への立入

検査時において、リユース品を取り

扱う場合は、リユースとリサイクル

の仕分け基準を作成するよう求め

る。 

 

 

９．リユースに適さない特定家庭用

機器等を違法に回収している事業者

への指導方法等の事例について、自

治体に照会し、結果をとりまとめる

とともに、優良な指導事例等をピッ

クアップして自治体に情報提供を行

う。 

 

１０．引き続きポスター・パンフレ

ット等を活用した広報を実施してい

る。 

 

 

 

 

 

 

27年度以降においても、有識者等による

検討会を開催し、基本方針の改定検討を

実施予定。 

また、各省庁等は、グリーン購入法に基

づき、調達方針の策定を実施するととも

に、率先したグリーン購入を推進する予

定。 

 

 

 

 

 

８．引き続き特定家庭用機器の引取台数

の多い大手量販店等に対して、リユース

とリサイクルの仕分け基準の作成状況に

ついて確認するとともに、家電リサイク

ル法に基づく小売店への立入検査時にお

いて、リユース品を取り扱う場合は、リ

ユースとリサイクルの仕分け基準を作成

するよう求めていく。また、消費者に対

して、優良なリユースを行っている業者

に関する情報発信を行っていく。 

 

９．「使用済家電製品の廃棄物該当性の

判断について（通知）」の更なる周知徹

底と具体的な運用の事例集を作成し、リ

ユース品に適さない特定家庭用機器等を

違法に回収している事業者への指導を強

化し、適正なリユースを促進する。 

 

 

１０．これまでの広報内容をふまえ、よ

り効果的に違法な廃棄物回収業者につい

て情報発信する方法を検討し、実施して

いく。 
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１１．事業者等による３Ｒ（リデュース、

リユース、リサイクル）行動を促進するた

め、３Ｒ行動による環境負荷削減効果を見

える化する「３Ｒ行動見える化ツール」の

開発、及び開発したツールを活用した実証

事業の実施、普及啓発を図る。（④） 

 

 

 

 

 

１２．関係省庁、地方自治体、関係事業者、

消費者等の様々な関係者が連携したフー

ドチェーン全体での食品ロス削減国民運

動の展開を行う（⑤） 

 

 

反広告申請を実施し、広告審査の再

検討・注意喚起、及び広告の削除の

検討を依頼した。また、「不用品回

収」等の、違法な廃棄物回収と親和

性のあるキーワードを検索した際

に、環境省の啓発ページを表示する

インターネット広告を実施した。 

 

１１．ツールの精緻化及び小売店、

製造業者の協力のもと、ツールによ

って算出した環境負荷削減効果を消

費者に掲示し、その前後での意識変

化や行動変化を調査等するための実

証事業を実施した。 

 

 

 

 

 

１２．平成 24年 4月から食品廃棄物

等における発生抑制の目標値の暫定

施行を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．事業者等による３Ｒ行動及び

ツールの使用を促進するため、既に

行われている事業者等による３Ｒ行

動について、ツールを活用して環境

負荷削減効果を見える化し、それら

の事例をセミナーや環境省ホームペ

ージにおいて情報発信する。また、

国民等がより容易に環境負荷削減効

果を見える化できるよう、簡易版の

ツールを作成する。 

 

１２．食品リサイクル法に基づく食

品関連事業者の食品廃棄物等の発生

抑制の目標値について、平成 26年 4

月から 75業種のうち 26業種につい

て本格施行した。 

食品廃棄物等の発生抑制の取組を含

め、二酸化炭素の排出削減に同時に

資する地域における草の根活動への

支援を平成 26年 4月から開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．引き続き、事業者等による３Ｒ行

動の促進及びツールの使用を促進するた

め、新たなツールの活用事例を構築し、

それらの事例を情報発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

１２．発生抑制の目標値に関して目標値

が設定されていない業種についても、可

食部･不可食部の把握等を行い目標値の

設定を引き続き検討していく。 

食品ロスに係る経済的価値やその削減に

よる環境負荷の低減効果の試算を行うと

ともに、国全体の食品ロスの発生状況の

より実態に即した把握を進め、食品ロス

削減の取組効果の「見える化」を通じた

国民に対する働きかけを行う。都道府県･

市町村における家庭系食品ロス削減対策

の優良事例の調査を実施し、この事例を

広く水平展開することで、地域の食品ロ

ス削減対策の普及を図る。 

 

経

済

産

業

省 

１．３Ｒ推進団体連絡会による自主行動計

画に基づく取組の推進（①、②、③） 

 

 

 

 

１．容器包装については、産業構造

審議会及び中央環境審議会におい

て、３Ｒ推進団体連絡会による「容

器包装 3Rのための第二次自主行動計

画」（2011～2015年度）に基づくリ

デュースに係る取組状況について聴

１．容器包装については、産業構造

審議会及び中央環境審議会におい

て、３Ｒ推進団体連絡会による「容

器包装 3Rのための第二次自主行動計

画」（2011～2015年度）に基づくリ

デュースに係る取組状況について評

１．容器包装については、引き続き３Ｒ

推進団体連絡会による自主行動計画に基

づく取組を推進するため、産業構造審議

会及び中央環境審議会において取組状況

の評価を行う。 
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取した。 価・検討を行い、委員より取組の更

なる推進に向けた施策提言等がなさ

れた。 

農

林

水

産

省 

１．関係省庁が連携し、本来食べられるの

に廃棄されている「食品ロス」の削減と食

品廃棄物の再生利用を推進。（⑤） 

 

 

 

 

 

２．食品リサイクル法に基づく食品関連事

業者の食品廃棄物等の発生抑制目標値の

展開。（⑤） 

 

１．いわゆる「３分の１ルール」等

の食品ロスの要因となっている商慣

習見直しの実証事業や、フードバン

ク活動、食品関連事業者や消費者を

対象としたシンポジウム開催等に対

する支援により、食品ロス削減国民

運動を展開する。 

 

２．平成 24年 4月から食品廃棄物等

の発生抑制目標値の暫定施行を行っ

た。 

１．引き続き、食品ロス削減につな

がる商慣習見直しを支援するととも

に、フードバンク活動の強化等に対

する支援により、食品ロス削減国民

運動を展開する。 

 

２．平成 26年 4月から食品関連事業

75業種のうち 26業種について、食品

廃棄物等の発生抑制目標値の本格施

行を行った。 

１．今後とも、個別企業では解決困難な

商慣習の見直しや、食品ロス削減に貢献

するフードバンク活動の強化に対する支

援等により、食品ロス削減国民運動を展

開する。 

 

 

２．食品廃棄物等の発生抑制目標値が設

定されていない業種について、可食部･不

可食部の把握等を行い、引き続き目標値

の設定を検討していく。 

国

土

交

通

省 

 

１．長期にわたり良好な状態で使用するた

めの措置が講じられた住宅の普及を促進

し、良質な住宅ストックを将来世代に継承

することを目的として、平成２１年に「長

期優良住宅の普及の促進に関する法律」が

施行され、同法に基づき、長期優良住宅の

建築・維持保全に関する計画を所管行政庁

が認定する制度を運用しているところで

ある。 認定を受けた住宅については、税

制上の特例措置を実施している。 

制度の運用開始以来、累計で約 51.6万

戸（平成 26年 6月末現在）が認定されて

おり、新築住宅着工に占める割合は 12.0％

（平成 25年度実績）となっている。 

住生活基本計画（平成 23年 3月 15日閣議

決定）において、平成 32年度までに新築

住宅における認定長期優良住宅の割合を

20％以上とすることが目標とされており、

さらなる制度普及を目指している。（⑥） 

 

１．平成 25年度には、全国で 117,751

戸の長期優良住宅建築等計画を認定

しており、新築住宅着工に対する認

定住戸の割合は 12.0％となってい

る。 

 

１．平成 26年度についても引き続き、

認定制度の運用を実施していく。 

 

１．平成27年度以降についても引き続き、

認定制度の運用を実施していく。 

 

厚

生

労

働

省 

１．生活衛生関係営業者による環境配慮の

取組の推進 

旅館・飲食・食肉関係営業者による食品循

環資源の再生利用率の向上を図る。 

計画的かつ効率的な「食品リサイクルシス

１. 全国生活衛生営業指導センター

により平成 15年度に策定された食品

リサイクル推進指針では、都道府県

生活衛生営業指導センターを中心

に、食品関連事業者、再生利用事業

１．引き続き厚生労働大臣が定める

振興指針により食品リサイクル推進

指針の内容を踏まえて改訂を行うこ

とにより支援を行っていく。 

１．今後、振興指針の見直しを行い、食

品リサイクルの実施率の向上を図る支援

を行う。 
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テム」の構築と推進に対する支援（食品循

環資源の再生利用等の促進に関する法律

（平成１２年法律第１６４号）） 

さらに、生活衛生関係営業の運営の適正化

及び振興に関する法律（昭和３２年法律第

１６４号）に基づく「振興指針」の見直し

の際に、随時環境配慮に関する事業内容を

より積極的に位置づけ。（⑤） 

 

者、特定肥飼料等の利用事業者の３

者の連携による食品リサイクルが推

進されるよう「食品リサイクル地域

推進会議」を設置することで、生活

衛生同業組合等が再生利用事業計画

を策定する支援を行うこととした。 

（２）使用済製品からの

有用金属の回収 

 

① 小型家電リサイクル法

にできるだけ多くの地域や

事業者が参加し、既存の取組

ともあいまって全国的な回

収率が上がり主要なリサイ

クル制度として定着するよ

う、（ア）市町村が主体とな

った回収体制構築のための

地方公共団体等に対する支

援、（イ）制度の意義・効果

等に関する普及啓発、（ウ）

各主体間の連携促進等を行

う。 

   

② 次世代自動車や超硬工

具等のレアメタル等を含む

主要製品全般を横断的に対

象として、平成 24 年に「使

用済製品の有用金属の再生

利用の在り方について」とし

て取りまとめられたレアメ

タル等のリサイクルに係る

対応策を踏まえ、回収量の確

保やリサイクルの効率性の

向上に向け、着実に取組を進

めていく。 

 

③ 拡大生産者責任の理念

環

境

省  

１．市町村における小型家電の回収体制の

構築を支援すること等を目的に、平成 24

年度から「使用済小型電気電子機器リサイ

クルシステム構築実証事業」を実施してい

る。（①、②） 

 

２．小型家電リサイクル制度の意義・効果

等の普及啓発を図るため、各種媒体を活用

した情報発信を実施している。（①） 

 

 

 

３．できる限り多くの市町村の取組を促進

するため、都道府県･市町村の担当者を対

象にした、小型家電リサイクルに係る法令

や諸施策の説明及び認定事業者（国の認定

を受けた再資源化事業者）等との情報交換

会を実施している。（①） 

 

 

４．小型家電リサイクル制度に基づき、国

ではこれまで再資源化事業を実施する事

業者の認定を行っており、これにより自治

体等による使用済小型電子機器等の新た

な回収スキームの構築を進める。（①、②） 

 

５．自動車リサイクルに関係する複数の事

業者が連携して行う、リサイクルの高度化

に資する取組を支援する。（②、④） 

 

 

１．「市町村提案型」「事業者提案

型」２種類の公募を各３回のべ６回

行い、平成 25年度は合計 161市町村

が事業に参加した。 

 

 

２．ポスター、パンフレットの作成

や、雑誌、新聞での広告等、普及啓

発を行った。また、事業者向けに小

型家電リサイクル法についてのセミ

ナーを東京と大阪で開催した。 

 

３．全国 16箇所で「小型家電リサイ

クル市町村向け説明会及び事業者と

の情報交換会」を開催した。589自治

体が参加し、参加人数は自治体及び

事業者を合わせて 1,000人を超えた。 

 

 

 

４．平成 25年度において 35事業者

の再資源化事業計画の認定を行っ

た。 

 

 

 

５．「平成 25年度自動車リサイクル

連携高度化事業」において、解体業

者と製錬業者が連携することで、使

用済自動車に含まれる貴金属等を効

率的に回収するための実証的な取組

1.引き続き「市町村提案型」、「事

業者提案型」２種類の公募を各３回

のべ６回行った。４月公募分までで

合計 188市町村が事業に参加した。 

 

 

２.環境イベント等を通じて、小型家

電リサイクルの周知を図るとともに

パンフレットを各方面に配布した。 

 

 

 

３.これまでの実証事業の結果や自

治体・事業者の取組事例から優良事

例や課題などを整理するとともに、

これらの情報提供を目的とした「小

型家電リサイクル市町村向け説明会

及び事業者との情報交換会」を全国

８カ所で開催する予定である。 

 

４．８月迄に新規に３事業者の再資

源化事業計画の認定を行った。 

 

 

 

 

５．「平成 26年度低炭素型３Ｒ技術・

システム実証調査事業」において、

従来は破砕されて自動車破砕残さに

混入し、あるいは十分に選別されな

いまま海外に流出していたコンピュ

１．これまでの実証事業の優良事例や課

題等をふまえつつ、今後も実証事業の実

施を通じて、市町村に対し回収体制の構

築に必要な支援を行い、参加市町村数及

び回収量の拡大を図る。 

 

２．これまでの取組事例等から効果的な

普及啓発の手法について検討を行い、実

施していく。 

 

 

 

３．今後はより広域での回収を促進して

いくことを念頭に、市町村と事業者との

間の取引実態を把握するとともに、その

結果から効果的な促進方法を検討して、

今後の施策に活かしていく。 

 

 

 

４．申請のあった再資源化事業計画のう

ち、基準を満たしたものについては引き

続き認定を行っていく。 

 

 

 

５．「低炭素型３Ｒ技術・システム実証

事業」の拡充も視野に入れつつ継続し、

自動車リサイクル分野に限らず、製品横

断的に、レアメタル等の有用金属の回収、

２R（リデュース・リユース）の取組、水
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に基づき、素材別の分別・リ

サイクルが行いやすくなる

よう、部品毎に原材料を分か

りやすく表示したり、部品を

ユニット化したりする製品

設計段階の取組や、企業秘密

に留意しつつ製造事業者と

リサイクル事業者間で有用

金属の含有情報の共有化を

行う取組等を推進する。 

また、使用済製品について

は、より広域でのリサイクル

を念頭に、製品の製造者等が

回収する廃棄物処理法の広

域認定制度等を適切に活用

する。 

 

④ 使用済製品から有用金

属を回収し、リサイクルする

ために必要となる新技術の

研究・開発を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．平成 15年に改正された廃棄物処理法

に基づき、広域的に行うことによって、廃

棄物の減量、その他適正な処理の確保に資

するとして環境大臣の認定を受けた者に

ついて、業の許可を不要とする制度（広域

認定制度）を設け、製造事業者等による自

主回収及び再生利用を促進している。（③） 

 

７．環境研究総合推進費により、使用済製

品からレアメタル等を回収する技術に係

る研究・開発を支援している。（④） 

 

 

等を支援した。 

 

 

 

 

 

 

６．平成 25年度末において、広域認

定制度では、一般廃棄物では 92件、

産業廃棄物では 238件の認定実績と

なっている。 

 

 

 

 

７．平成 25年度は、使用済製品から

レアメタル等を回収する技術に係る

研究・開発として５件を採択した。 

ーター基板等について、製錬業者と

連携することで、高付加価値なリサ

イクルを実現するとともに、国内で

資源として活用するための評価・検

証を行う実証的な取組等を支援して

いる。 

 

６． 平成 26年度においては、廃棄

物の減量化や適正処理の確保に資す

る広域認定制度の適切な運用を図

る。 

 

 

 

 

７．平成 26年度は、行政が特に提案

を求める重点研究テーマとして「使

用済電子機器等からの有用金属等の

効果的な回収技術及び残渣処理シス

テム等の技術開発」を示し、テーマ

に合致する研究として 1件を採択し

た。また、使用済製品からレアメタ

ル等を回収する技術に係る研究・開

発として 6件を採択している。 

 

平リサイクル等の高度なリサイクルの推

進等の低炭素社会の実現にも資する取組

を支援する。 

 

 

 

 

６．今後も廃棄物の減量化や適正処理の

確保に資する広域認定制度の適切な運用

を図っていく。 

 

 

 

 

 

７．平成 27年度は、使用済製品からレア

メタル等を回収する技術に係る研究・開

発を採択の対象とする。 

経

済

産

業

省 

１．市町村が小型家電の回収体制を構築す

るための初期投資への支援や、小型家電リ

サイクル法に関する普及啓発のためのリ

ーフレット作成、各主体間の連携促進等を

目的とした自治体と小型家電リサイクル

法に基づく認定事業者とのマッチング会

の開催などを、リサイクル制度が定着する

よう連携して行う。（①） 

 

２．コバルトを含む次世代自動車用リチウ

ムイオンバッテリー及びタングステンを

含む超硬工具の回収量の確保、リサイクル

効率性の向上に向けた実証事業に対して

補助を行い、使用済み製品からの有用金属

の回収の推進に資する取組を進めている。

１． 全国で「小型家電リサイクル市

町村向け説明会及び事業者との情報

交換会」を開催した。 

 

 

 

 

 

 

２．資源循環実証事業により、平成

25年度は、コバルトを含む次世代自

動車用リチウムイオンバッテリーの

実証事業５件及びタングステンを含

む超硬工具の実証事業２件に対して

補助を実施した。 

１．全国で「小型家電リサイクル市

町村向け説明会及び事業者との情報

交換会」を開催。 

 

 

 

 

 

 

２．資源循環実証事業により、平成

26年度は、コバルトを含む次世代自

動車用リチウムイオンバッテリーの

実証事業５件に対して補助を実施し

た。 

 

１．回収量の更なる拡大のため、引き続

き、市町村及び事業者等との情報交換等

を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

２．平成 27年度も、引き続きコバルトを

含む次世代自動車用リチウムイオンバッ

テリーの回収量の確保、リサイクル効率

性向上に向けた取組を支援する。 
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（②）   

（３）水平リサイクル等

の高度なリサイクルの推

進 

 

① 循環資源を原材料とし

て用いた製品の需要拡大を

目指し、循環資源を供給する

産業と循環資源を活用する

産業との連携を促進すると

ともに、消費者への普及啓発

を推進する。 

 

② リサイクルの高付加価

値化や分別・解体・選別など

リサイクル費用の削減に向

けた新技術の研究・開発を支

援する。 

 

③ 循環資源がどのように

収集され、どのように利用さ

れているのか、消費者が容易

に把握することができるよ

う情報発信を行い、消費者の

３Ｒ行動の改善を促す。 

 

財

務

省

・

文

部

科

学

省

・

厚

生

労

働

省

・

農

林

水

産

省

・

経

済

産

業

省

・

国

土

交

通

省

・

環

境

省

・

４．１０月の３Ｒ推進月間において、関係

８省庁※が連携し、重点的な普及啓発活動

を実施している。※財務省・文部科学省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省・環境省・消費者庁（③） 

 

 

 

 

 

 

- - - 
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消

費

者

庁 

環

境

省  

１．スーパーの店舗等の事業系ルートにお

いて回収されたペットボトルに関する

BtoB等の高度なリサイクルの促進を図る。

（①） 

 

 

 

 

 

 

 

２．プラスチック製容器包装廃棄物を原料

とした材料リサイクルの高度化支援を行

う。（①、②） 

 

 

 

 

 

３．鉄スクラップを原料として自動車用の

鋼板等を試作し、その品質について検証を

行うことで、自動車等の原料として鉄スク

ラップを用いることができることを明ら

かにし、もって我が国における鉄スクラッ

プの利用用途の拡大を図っている。（①、

②） 

 

 

 

 

 

４．食品リサイクル法に基づく再生利用事

業計画（食品リサイクルループ）による地

域循環の取組の促進を図る。（①） 

 

 

１．使用済みペットボトルからペッ

トボトルを再生するいわゆる「ボト

ル toボトル（ＢtoＢ)」を推進する

ため、スーパーの店頭回収等の事業

系回収ルートにおいて、より高品質

な使用済ペットボトルを、より効率

的に回収する方法を検討する実証事

業を行い、各回収ルートからの使用

済ペットボトルに係る品質等につい

て把握した。 

 

２．プラスチック製容器包装廃棄物

を原料とした材料リサイクルの高度

化及び材料リサイクルにより生産さ

れた再生品の受容拡大のために、再

生品について文具、玩具、日用品等

への利用可能性調査を行った。 

 

 

３．「平成 25年度鉄スクラップの高

度利用化調査事業」の実施を通じ、

国内で製造される自動車用高張力鋼

板について、鉄スクラップを主な原

料としつつ、一般に製造される高張

力鋼板と同等以上の品質を確保でき

るかどうかについての検証を実施

し、スクラップ 100％の原料から、自

動車用高張力鋼板の一部に求められ

る強度特性等を満たす鋼板を試作 

した。 

 

４．食品リサイクル法に基づく食品

リサイクルループの認定件数は、平

成 26年 3月末時点で 52件となって

おり、着実に増加している。 

 

１．使用済ペットボトルからペット

ボトルを再生するいわゆる「ボトル

toボトル（ＢtoＢ)」を推進するため、

スーパーの店頭回収等の事業系回収

ルートにおいて、より高品質な使用

済ペットボトルを、より効率的に回

収する方法を検討する実証事業を行

い、各回収ルートからの使用済ペッ

トボトルに係る品質等について把握

した。 

 

２．プラスチック製容器包装廃棄物

を原料とした材料リサイクルによる

再生品について、更なる品質の向上

及び利用の拡大を図るため、材料リ

サイクル事業者と家電、文具、玩具

等のメーカー等のマッチング等を行

う。 

 

３．自動車リサイクルに関する事項

として、鉄スクラップの高度利用化

調査事業を実施し、自動車用の鋼板

等の一部の原料として鉄スクラップ

を用いることができることを明らか

にした。 

 

 

 

 

 

 

４．食品リサイクルに関する事項と

して、食品廃棄物等の発生抑制の目

標値の設定（平成 26年４月で 26業

種）や食品リサイクルループ の形成

支援を通じて、食品廃棄物等の発生

１．及び２．中央環境審議会及び産業構

造審議会の合同会合において行われてい

る容器包装リサイクル制度の施行状況の

点検等の結果や、過年度までの事業の成

果等を踏まえながら、必要な措置を講じ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．鉄スクラップを原料とした自動車用

鋼板等の一部の製造可能性を明らかにし

たことから、今後は、自動車リサイクル

分野における資源循環の在るべき姿を勘

案しながら、自動車製造業者等が行う取

組も含めた高度なリサイクルを推進する

こととしている。 

 

 

 

 

４．食品リサイクル法に基づく食品廃棄

物等の発生抑制・再生利用が地域の実情

に応じて推進されるよう、市町村や民間

事業者の活用・育成による再生利用の実

施を含めて市町村の定める一般廃棄物処

理計画において適切に位置付けることを
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５．環境研究総合推進費により、３Ｒ・適

正処理の徹底、レアメタル等の回収・リサ

イクルシステムの構築等に係る研究・開発

を支援している。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．平成 25年度は、リサイクルの推

進に資する研究・開発として８件を

採択した。 

 

 

 

 

抑制・再生利用の取組を促進した。

また、バイオマス活用推進基本計画

における食品廃棄物の利用率の目標

達成に向け、地域特性に応じた利活

用パターンや導入見込み等をロード

マップとして提示（平成 24年度）す

るなどして市町村等による食品廃棄

物の利活用を支援している。 

４．食品関連事業者、再生利用事業

者、農林漁業者、地方自治体のマッ

チングの強化や、地方自治体の理解

促進等によるリサイクルループ形成

の促進のため、平成 26年 7月に全国

3ヶ所において、「食品リサイクルル

ープ形成支援セミナー」を試行的に

実施した。 

また、同月に全国 7ヶ所において、

地方自治体の廃棄物部局担当者を対

象として、各種リサイクル法に係る

説明会を開催し、食品リサイクル法

に基づくリサイクルループ事業への

積極的な後押しを促した。 

 

５．平成 26年度は、行政が特に提案

を求める重点研究テーマとして「ア

ップグレード及び水平リサイクルを

意識した製品開発及び資源循環技術

システムの構築」を示し、テーマに

合致する研究として 1件を採択した。

また、リサイクルの推進に資する研

究・開発として 6件を採択している。 

 

促していく。 

リサイクルループに基づく取組により生

産された農畜水産物の量など認定を受け

た計画の実施状況の把握を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．平成 27年度は、行政が特に提案を求

める重点研究テーマとして「リサイクル

材のアップグレードリサイクル・水平リ

サイクルに向けた基礎研究・技術開発」

を示し、テーマに合致する課題を積極的

に採択することとしている。 

 

 

経

済

産

業

省 

１．自由な経済活動を阻害することなく、

質の高い使用済ペットボトル由来の再生

材を可能な限り国内で利用していくため

には、国内における使用済ペットボトルの

回収主体とリサイクル事業者がお互いの

メリットを共有し、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係

の下で取り組むことが重要である。このよ

うな観点から、ペットボトルの店頭回収に

－ 

 

 

 

 

 

 

 

１．ペットボトルの店頭回収に取り

組む各主体の取組状況やメリットと

なる点の情報を共有するとともに、

店頭回収を進める上での課題や対応

方針、主体間の効果的な連携の在り

方を検討することにより、店頭回収

に取り組むことへの関係者の意欲や

関心を高め、民間事業者による自主

１．店頭回収については、使用済ペット

ボトルを効率的に回収可能なルートであ

ることを踏まえつつ、ペットボトルの国

内循環の在り方も勘案しながら、課題を

整理した上で促進の在り方を検討してい

くこととしている。 
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取り組む各主体の取組状況やメリットと

なる点の情報を共有するとともに、店頭回

収を進める上での課題や対応方針、主体間

の効果的な連携の在り方を検討すること

により、店頭回収に取り組むことへの関係

者の意欲や関心を高め、民間事業者による

自主的かつ経済的な創意工夫あるリサイ

クルを促進する。（①、③） 

 

２．経済産業省では、３Ｒの現状・政策等

をまとめた冊子「資源循環ハンドブック」

を毎年発行しているほか、ウェブサイト

（http://www.meti.go.jp/policy/recycl

e/index.html）において、リサイクルの仕

組みの紹介等を実施している。また、普及

啓発用ＤＶＤ等の貸出も行っており、上記

ウェブサイトで周知している。・・・（③） 

 

 

 

 

３．１０月の３Ｒ推進月間において、関係

８省庁※が連携し、重点的な普及啓発活動

を実施している。※財務省・文部科学省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省・環境省・消費者庁（③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資源循環ハンドブック２０１３

を５，０００部作成し、関係機関に

配布したほか、３Ｒに関する環境教

育に活用する等の一般の求めに応じ

て配布を行った。また、３Ｒ政策に

関するウェブサイト

（http://www.meti.go.jp/policy/r

ecycle/index.html）において、リサ

イクルの仕組みの紹介を行うと共に

普及啓発用ＤＶＤの貸出等を実施し

た。 

 

３．１０月の３Ｒ推進月間において、

ポスター展示、リサイクルプラント

見学会や関係機関の実施するイベン

ト等のＰＲを行うとともに、環境省

及び３Ｒ活動推進フォーラムと共同

の「環境にやさしい買い物キャンペ

ーン」を通じた消費者向けの普及啓

発を行った。 

的かつ経済的な創意工夫あるリサイ

クルを促進することを目的として、

シンポジウムを開催する。 

 

 

 

 

 

 

２．資源循環ハンドブック２０１４

を４，０００部作成し、関係機関に

配布したほか、３Ｒに関する環境教

育に活用する等の一般の求めに応じ

て配布を行う。また、３Ｒ政策に関

するウェブサイト

（http://www.meti.go.jp/policy/r

ecycle/index.html）において、リサ

イクルの仕組みの紹介を行うと共に

普及啓発用ＤＶＤの貸出等を実施し

ている。 

 

３．１０月の３Ｒ推進月間において、

ポスター展示、リサイクルプラント

見学会や関係機関の実施するイベン

ト等のＰＲを行うとともに、環境省

及び３Ｒ活動推進フォーラムと共同

の「環境にやさしい買い物キャンペ

ーン」を通じた消費者向けの普及啓

発を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資源循環ハンドブック２０１５を作

成し、関係機関に配布するほか、３Ｒに

関する環境教育に活用する等の一般の求

めに応じて配布を行うこととしている。

また、３Ｒ政策に関するウェブサイト

（http://www.meti.go.jp/policy/recyc

le/index.html）において、リサイクルの

仕組みの紹介を行うと共に普及啓発用Ｄ

ＶＤの貸出等を実施することとしてい

る。 

 

 

３．１０月の３Ｒ推進月間において、ポ

スター展示、リサイクルプラント見学会

や関係機関の実施するイベント等のＰＲ

を行うとともに、環境省及び３Ｒ活動推

進フォーラムと共同の「環境にやさしい

買い物キャンペーン」を通じた消費者向

けの普及啓発を行うこととしている。 
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（４）有害物質を含む廃

棄物等の適正処理システ

ムの構築 

 

① アスベスト、ＰＣＢ等の

有害物質を含むものについ

ては、適正な管理・処理が確

保されるよう、その体制の充

実を図る。 

 

② 非意図的に生成される

ものも含め、化学物質を含有

する廃棄物等の有害性の評

価や、適正処理に関する技術

の開発・普及を行う。 

 

③ リサイクル原料につい

て、国際的動向も踏まえ、有

害物質の混入状況に関する

基準の策定、効果的な管理方

法の構築等を行い、安全・安

心なリサイクルを推進する。 

 

④ 市町村において処理す

ることが困難な一般廃棄物

（適正処理困難物）につい

て、関係者の適切な役割分担

のもとで処理体制が構築さ

れるよう、検討を進める。 

 

⑤ 水銀に関する水俣条約

の国際交渉の進展を踏まえ、

水銀廃棄物の環境上適正な

管理、処分等のあり方につい

て検討を進める。 

 

⑥ 埋設農薬について、残留

性有機汚染物質に関するス

トックホルム条約（注 30）

を踏まえ、都道府県が行う処

環

境

省 

１．アスベストの適正な処理については平

成 18年に「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」において、石綿含有廃棄物の無害

化処理認定を定め、平成 26年９月までに

２事業者を定めた。（①） 

 

 

 

２．「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別措置法」施行 10

年を踏まえたPCB廃棄物の処理進捗状況等

の検討結果を基に、高圧トランス等につい

ては処理施設の改造等による処理推進、安

定器等・汚染物については処理体制のない

地域における処理体制の確保を図る。 

微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等については

処理施設の処理能力の増強に取り組むと

ともに、当該機器の処理が合理的に進むよ

う必要な検討を行う。 

これらを通じて、ＰＣＢ廃棄物の平成 39

年３月 31日までの処理完了に向けた処理

体制の確保を図る。（①） 

 

 

 

 

 

 

 

３．環境研究総合推進費により、有害廃棄

物対策と適正処理に係る研究・開発を支援

している。（②） 

 

 

 

４．水銀に関する水俣条約（水俣条約）に

より、今後使用用途が制限されることによ

って、これまで有価物として扱われていた

金属水銀が余剰となり廃棄物として取り

扱う必要が生じることが想定される。この

１．無害化処理認定の審査案件に関

し、石綿廃棄物の無害化処理に係る

技術等審査委員会を設置し、審査を

行った。 

認定を受けている事業者に対して立

入検査を実施し、適正な処理が行わ

れていることを確認した。 

 

２．日本環境安全事業株式会社を活

用し、PCBを使用した高圧トランス・

コンデンサ等を全国 5か所（北九州、

豊田、東京、大阪、北海道室蘭）の

拠点的広域処理施設において処理す

る体制を整備し、処理が進められて

いる。また、PCB安定器等・汚染物の

処理については、平成 21年に北九州

で処理が開始され、平成 25年 9月に

は北海道室蘭において処理が開始さ

れた。 

また、環境省は都道府県と連携し、

費用負担能力の小さい中小企業者等

による処理を円滑に進めるための助

成等を行う基金（PCB廃棄物処理基

金）を造成している。 

微量 PCB汚染廃電気機器等の無害化

処理認定施設については平成 25年度

末までに 16事業者が認定され、処理

が進められている。 

 

３．平成 25年度は、有害廃棄物対策

と適正処理に係る研究・開発として

１件を採択した。 

 

 

 

４．水銀廃棄物の安定化・固型化試

験等を実施し、水銀廃棄物等の適正

な処理技術を検討するともに、水銀

廃棄物の処理のあり方について検討

した。 

１．適正な処理体制を確保するため、

引き続き無害化処理認定に係る相

談、審査を行っている。認定を受け

ている事業者に対して立入検査を実

施し、適正な処理が行われているか

確認する。 

 

 

２．（１）PCB廃棄物の処理の進捗状

況に遅れが生じていることを踏ま

え、平成 26年６月６日にＰＣＢ廃棄

物処理基本計画を変更した。これに

より、日本環境安全事業株式会社を

活用し、PCBを使用した高圧トラン

ス・コンデンサ等を全国５か所（北

九州、豊田、東京、大阪、北海道室

蘭）、安定器等・汚染物を全国２か

所（北九州、北海道室蘭）の拠点的

広域処理施設において遅くとも平成

37年度までの処理を行うこととなっ

た。 

都道府県と連携し、PCB廃棄物処理基

金の造成を行った。 

微量 PCB汚染廃電気機器等の無害化

処理認定施設については、平成 26年

９月末までに 18事業者が認定され、

処理が進められている。 

 

 

３．平成 26年度は、有害廃棄物対策

と適正処理に係る研究・開発として

１件を採択した。 

 

 

 

４．平成 26年 3月に中央環境審議会

への諮問を受けて循環型社会部会に

「水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対

策について」が付議されたため、同

年 6月に部会の下に水銀廃棄物適正

１．適正な処理体制を確保するため、引

き続き無害化処理認定に係る相談、審査

を行う。認定を受けている事業者に対し

て立入検査を実施し、適正な処理が行わ

れているか確認する。 

 

 

 

２．平成 26年６月６日に変更されたＰＣ

Ｂ廃棄物処理基本計画に基づき、日本環

境安全事業株式会社における安全を第一

とした適正かつ確実な処理を実施すると

ともに、一日でも早い処理完了に向けた

取組を推進する。 

都道府県と連携し、PCB廃棄物処理基金を

造成するための予算措置を引き続き行

う。 

微量 PCB汚染廃電気機器等の処理につい

ては、その処理が合理的に進むよう必要

な検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．平成 27年度は、有害廃棄物を含む使

用済み製品のリサイクル・廃棄段階にお

ける環境への排出実態やその健康リスク

評価に係る研究・開発を採択の対象とす

る。 

 

４．循環型社会部会の答申を踏まえ、廃

棄物処理法の政省令改正を行う見込み。

また、水銀廃棄物の安定化・固型化等の

処理技術について、長期安定性の検証も

含め、引き続き検討を行っていく。  
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理計画の策定や、周辺環境へ

の悪影響防止措置に対する

支援を実施する。 

 

⑦ 有害物質情報について、

国際的動向を含めて情報収

集を行うとともに、関係者間

での情報共有・意思疎通が図

られるよう、リスク・コミュ

ニケーション（注 31）を的

確に実施する。 

 

ため、水俣条約を踏まえ、水銀廃棄物が環

境上適正な方法で管理されるよう、そのあ

り方について検討している。（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．化学物質の環境リスクに関する国内外

の知見を収集・公開する。また、政策対話

や化学物質アドバイザー制度によりリス

クコミュニケーションの取組を推進する。

（⑦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． PRTR制度対象物質の毒性等の情

報を分かりやすく簡潔に取りまとめ

た「化学物質ファクトシート」をウ

ェブサイト上等で公開し、その内容

の充実を図ってきた。 

市民、労働者、事業者、行政、学識

経験者等の様々な主体が化学物質と

環境に関して意見交換を行い、政策

提言を目指す場である「化学物質と

環境に関する政策対話」を開催して

きた。 

化学物質アドバイザー制度を運営

し、講習会等自治体や事業者が実施

する化学物質に係るリスクコミュニ

ケーションの活動を支援してきた。 

 

処理検討専門委員会が設置され、金

属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃

棄物として処理する際の環境上適正

な管理方法並びに水銀添加廃製品の

環境上適正な管理の促進方策につい

て、検討が進められており、循環型

社会部会において答申が取りまとっ

た。【P】 

また、水銀廃棄物の安定化・固型化

等の処理技術について、長期安定性

の検証も含め、引き続き検討を進め

ている。 

 

５．PRTR制度対象物質のうち、化学

物質ファクトシートが未作成の物質

について情報の収集・公開を進める。 

引き続き「化学物質と環境に関する

政策対話」を開催し、化学物質に関

する国民の安全・安心の確保に向け

たリスクコミュニケーションの取組

を推進している。 

引き続き化学物質アドバイザー制度

を運営し、自治体や事業者が実施す

る化学物質に係るリスクコミュニケ

ーションの活動を支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．引き続き化学物質ファクトシートを

作成し、情報を提供していく。 

引き続き「化学物質と環境に関する政策

対話」を開催し、リスクコミュニケーシ

ョンの取組を推進していく。 

引き続き化学物質アドバイザー制度を運

営し、リスクコミュニケーションの活動

を支援していく。 

 

農

林

水

産

省 

１．埋設農薬の処理計画等の策定 

埋設農薬を計画的かつ着実に処理するた

め、農薬が埋設されている県における、処

理計画の策定等に対する支援を実施。（⑥） 

 

 

２．環境調査の実施 

埋設農薬が適切に処理されたことを確認

するため、掘削・回収の事前及び事後等に

行う環境調査に対する支援を実施。（⑥） 

１．平成 25年度の埋設農薬処理計画

の策定や同計画の進行管理を行うた

め、交付金により、県、市町村、関

係者等で構成された協議会等（９回

開催）に対する支援を行った。 

 

２．平成 25年度の処理計画の策定や

埋設農薬の処理が完了した地区等に

おける安全性を確認するため、交付

金により、処理事業の事前及び事後

等において行った、周辺環境の水質

１．平成 26年度の埋設農薬処理計画

の策定や同計画の進行管理を行うた

め、交付金により、県、市町村、関

係者等で構成された協議会等（４回

開催）に対する支援を行う予定。 

 

２．平成 26年度の処理計画の策定や

埋設農薬の処理が完了した地区等に

おける安全性を確認するため、交付

金により、処理事業の事前及び事後

等において行う、周辺環境の水質調

１.及び２．引き続き、埋設農薬を計画的

かつ着実に処理するため、農薬が埋設さ

れている県における、処理計画の策定等

や環境調査に対する支援を実施する。 
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調査等（61地区）に対する支援を行

った。 

 

査等（71地区）に対する支援を行う

予定。 

（５）災害時の廃棄物処

理システムの強化 

 

① 東日本大震災における

災害廃棄物処理の対応につ

いて、反省点を含め、しっか

り分析するとともに、それを

踏まえ、災害の被害規模の段

階（ステージ）や状況に応じ

た対策をとれるよう、現行の

震災廃棄物対策指針を全面

的に見直し、新たな指針を策

定する。 

 

② 大規模災害発生時に、災

害廃棄物を速やかに処理す

ることができるよう、広域的

な協力も含め、（ア）地方公

共団体間の連携、（イ）民間

事業者等との連携、（ウ）仮

置場の確保を促す。 

  実際に大規模災害が発

生した際には、地方公共団体

等の各主体と十分な連携を

環

境

省 

１.災害時の廃棄物処理システムの強化 

平成 26年３月 28日に災害廃棄物対策指針

を策定した。 

平成 25年 10月 4日より巨大災害発生時に

おける廃棄物対策について総合的に検討

する有識者会議「巨大地震発生時における

災害廃棄物検討委員会」を開催している。

有識者会議での議論を踏まえ、平成 26年 3

月 31日に中間とりまとめ「巨大災害発生

時における災害廃棄物対策のグランドデ

ザイン」を策定した。（①,②） 

 

 

１．平成 26年３月 28日に災害廃棄

物対策指針を策定した。 

平成 25年 10月 4日より巨大災害発

生時における廃棄物対策について総

合的に検討する有識者会議「巨大地

震発生時における災害廃棄物検討委

員会」を開催している。有識者会議

での議論を踏まえ、平成 26年 3月 31

日に中間とりまとめ「巨大災害発生

時における災害廃棄物対策のグラン

ドデザイン」を策定した。 

 

 

１．巨大災害発生時における災害廃

棄物対策のグランドデザインの中に

おいて、「地域ブロック毎に研修や

訓練等の機会を設ける」こと、「部

局間の連携を想定した災害廃棄物対

策に関する研修等の実施する」こと

とされており、自治体の処理計画策

定が円滑に遂行できるように、必要

な説明会や講習会を実施する等、積

極的に支援を実施している。 

昨年度に引き続き 「巨大地震発生時

における災害廃棄物検討委員会」を

開催し、グランドデザインの具体化

に向けて、総合的な検討を実施。あ

わせて、地方ブロック毎に、国（地

方環境事務所等）、地方公共団体、

民間事業者等が、地域の特徴を踏ま

えた災害廃棄物対策について協議す

る場を設置している。 

 

 

１．巨大災害発生時における災害廃棄物

対策のグランドデザインの中において、

「地域ブロック毎に研修や訓練等の機会

を設ける」こと、「部局間の連携を想定

した災害廃棄物対策に関する研修等の実

施する」こととされており、自治体の処

理計画策定が円滑に遂行できるように、

必要な説明会や講習会を実施する等、引

き続き、積極的な支援を行う。 

巨大災害発生時における災害廃棄物対策

のグランドデザインを踏まえ、大規模災

害発生時に、災害廃棄物を速やかに処理

することができるよう、広域的な協力も

含め、（ア）地方公共団体間の連携、（イ）

民間事業者等との連携、（ウ）仮置場の

確保等について協議を進める。 

実際に大規模災害が発生した際には、地

方公共団体等の各主体と十分な連携を図

りつつ、各主体への支援を適切かつ迅速

に実施するべく、体制強化を図る。 

また、復旧・復興事業の実施に当たって

は、災害廃棄物由来の再生資材や建設副

産物を積極的に活用するよう努める。 
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図りつつ、各主体への支援を

適切かつ迅速に実施する。 

また、復旧・復興事業の実施

に当たっては、災害廃棄物由

来の再生資材や建設副産物

を積極的に活用するよう努

める。 

 

 

 

 

国

土

交

通

省 

１．仙台市・名取市・山元町・宮城県では

東北地方太平洋沖地震により発生した震

災がれきの処理と最終処分量の縮減が課

題となっていた。 

また、国土交通省東北地方整備局では、仙

台湾南部海岸において、東北地方太平洋沖

地震により被災した海岸堤防の復旧工事

を実施に当たり、堤防の盛土等資材が大量

に必要となることから、資材の安定的な入

手と資材運搬車両の通行量の縮減が課題

となっていた。 

そこで、関係者間で協同・連携を行い、ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ殻・津波堆積土砂を堤防の盛土材に活

用できるよう、調査や試験施工を実施し、

堤防材料に活用する取組を行っている。

（②（ア）） 

○今回の計画活用量（H23-H27） 

津波堆積土等 約 29.3万 m3 

 

さらに、八戸港等において、災害廃棄物を

港湾工事に有効活用した。（②） 

 

１．平成 25年度までの活用実績 

災害廃棄物由来の再生資材は、下記

の関係機関から活用。 

・仙台市（津波堆積土等）約 9.0万

m3 

・名取市（津波堆積土等）約 4.9万

m3 

・山元町（津波堆積土等）約 6.4万

m3 

合計  約 20.3万 m3 

１．平成 26年度活用状況 

災害廃棄物由来の再生資材は、下記

の関係機関から活用。 

・仙台市（津波堆積土等）約 5.0万

m3 

１．平成 27年度活用予定 

災害廃棄物由来の再生資材は、下記の関

係機関から活用を予定。 

・仙台市（津波堆積土等）約 4.0万 m3 

なお、平成 28年度以降については、関

係機関のガレキ処理業務が平成26年度で

完了したため、実施予定なし。 
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２ 低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組 

① 低炭素社会の取組への

貢献を図る観点からも３Ｒ

の取組を進め、なお残る廃棄

物等については、廃棄物発電

の導入等による熱回収を徹

底し、 廃棄物部門由来の温

室効果ガス排出量のより一

層の削減とエネルギー供給

の拡充を図る。このため、４

の（２）に規定する廃棄物発

電設備など熱回収施設整備

の推進を行う。 

 

② バイオマス系循環資源

等の原燃料への再資源化や、

廃棄物発電等の熱回収への

活用を進め、化石燃料由来の

温室効果ガスの排出を削減

する。 

 

③ 自然界での再生可能な

資源の持続可能な利用を推

進するため、バイオマス活用

推進基本計画（平成 22年 12

月 17 日閣議決定）に基づく

バイオマス資源の利活用を

促進する。 

また、森林・林業基本計画（平

成 23年 7月 26日閣議決定）

に基づいて、森林施業の集約

化や路網整備の加速化、人材

育成など森林・林業の再生を

図り、森林の適切な整備・保

全や木材利用の推進に取り

組む。 

 

環

境

省 

１．廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進

事業（平成 22 年度より名称変更）を実施

し、温暖化対策に資する高効率な廃棄物エ

ネルギー利用施設やバイオマス利用施設

を整備する民間事業者等に対して、国庫補

助を行っている。（①、②） 

 

 

２．エコタウン等において、循環資源の循

環的利用と低炭素化の両方でのゼロ・エミ

ッションを実現する先進的なモデル地域

形成を進めて行く。（①、②） 

 

 

 

３．環境省では、平成１７年度に循環型社

会形成推進交付金を創設して、市町村等が

行う一般廃棄物処理施設の整備等を支援

している。 

平成２１年度より、高効率ごみ発電施設に

対する交付率の嵩上げを行った（平成 25

年度までの時限措置）。 

また、平成 22年度より、施設の長寿命化

と地球温暖化対策の推進を目的として、廃

棄物処理施設基幹的設備改良事業を交付

対象事業に追加した。 

平成 24年度末現在、稼働中又は建設中の

ごみ焼却施設のうち発電を行っている又

は行う予定の施設は 317件、発電効率の平

均値は 11.9％である。（①、②） 

 

 

 

４.環境省では、農山漁村において豊富な

ポテンシャルを有する食品廃棄物や家畜

排泄物等由来のバイオガスを活用し、自家

１．廃棄物エネルギー導入・低炭素

化促進事業を実施し、合計５事業者

（継続含む）に対して、合計６億円

の補助を行った。 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

３．廃棄物処理施設整備計画（平成

25年５月閣議決定）において、期間

中（平成 25年度～29年度）に整備さ

れたごみ焼却施設の発電効率の平均

値を 21％とする重点目標を定めた。 

また、循環型社会形成推進交付金に

おいて、高効率ごみ発電施設、廃棄

物処理施設の基幹的設備改良事業を

引き続き交付対象事業とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.「地域循環型バイオガスシステム

構築モデル事業（農林水産省連携事

業）」の公募により、2団体を採択。

１．主に民間の廃棄物処理事業者が

行う地球温暖化対策を推し進めるた

め、廃棄物エネルギー導入・低炭素

化促進事業により、高効率の廃棄物

熱回収施設や廃棄物燃料製造施設の

整備を支援した。 

 

 

２．エコタウン等を有する自治体及

びエコタウン等において循環産業に

取り組んでいる事業者を対象に、先

進的なモデル地域を形成するための

FS調査又は計画策定に対する補助金

事業を行っている。 

 

３．循環型社会形成推進交付金にお

いて、高効率エネルギー回収（発電、

地域冷暖房等への熱供給等）及び災

害廃棄物処理体制の強化の両方に資

する包括的な取り組みを行う施設に

対する重点化を図るため、新たな交

付対象事業を創設した。 

また、循環型社会形成推進交付金に

おいて、廃棄物処理施設の基幹的設

備改良事業を引き続き交付対象事業

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

４. 「地域循環型バイオガスシステ

ム構築モデル事業（農林水産省連携

事業）」においてさらに、3団体を採

１．化石系資源の使用量の抑制を図るた

め、廃棄物発電施設や、有機性廃棄物か

らのメタン回収を高い効率で行う施設に

対し補助するなど、廃棄物の焼却に伴っ

て生じる排熱を有効に活用する廃棄物発

電・熱利用やバイオマスエネルギーの活

用を推進していく。 

 

２．引き続き、エコタウン等を有する自

治体及びエコタウン等において循環産業

に取り組んでいる事業者を対象に、先進

的なモデル地域を形成するための様々な

支援措置を講ずる。 

 

 

３．循環型社会形成推進基本法に基づく

ごみの循環的利用及び処分の基本原則に

基づいた上で、焼却せざるを得ない廃棄

物について、最近の熱回収技術の進展を

踏まえ、一定以上の熱回収率を確保しつ

つ、熱回収を行い、地域の廃棄物処理シ

ステムの省エネルギー・創エネルギー化

に貢献する。 

さらに、廃棄物発電施設が災害時も含め

た地域のエネルギーセンターとしての機

能を発揮できるよう、熱・電供給の導入・

高度化を促進する。 

また、循環型社会形成推進交付金による

一般廃棄物処理施設の整備等の支援を継

続するとともに、必要に応じて、循環型

社会形成推進交付金の交付対象事業の見

直し等を検討する。 

 

４.さらなる実証を推し進め、初年度採択

事業の成果（二酸化炭素削減効果や事業

性等）をとりまとめて発信することによ
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④ 資源採取時において生

物多様性や自然環境への影

響を低減する観点からも、資

源の効率的使用や長期的利

用を進めることにより新た

な天然資源の消費の抑制を

図る。また、資源の生産・採

取時や再生可能エネルギー

の利用における施設の運

転・立地等において、生物多

様性や自然環境の保全に配

慮する。 

 

⑤ 農林水産業は自然に働

きかけ、上手に利用し、循環

を促進することによってそ

の恵みを享受する生産活動

であることを踏まえ、化学肥

料や化学合成農薬の使用低

減等による環境保全型農業

や漁場環境の改善に資する

養殖業等の環境保全を重視

した持続的な農林水産業を

推進する。 

  また、農山村における稲

わら、里地里山等の利用・管

理によって生じる草木質資

源等の未利用資源の利用を

促進する。 

 

⑥ 今後、大量に導入される

ことが予想される太陽光パ

ネルや風力発電などの再生

可能エネルギーに関連する

製品・設備について、使用済

みになった後のリユース・リ

サイクルや適正処分を円滑

に進めるための検討を行う。 

 

⑦ リユースや長期使用は

使用だけでなく広く地域で利用する資源

循環利用モデルを構築していくため、バイ

オガス製造・供給技術等につき、二酸化炭

素削減効果や事業性等についての実証を

行う「地域循環型バイオガスシステム構築

モデル事業（農林水産省連携事業）」を創

設した。（②） 

 

５．「木質バイオマスエネルギーを活用し

たモデル地域づくり推進事業」において、

伐採されながら利用されずに森林内に放

置されている未利用間伐材等をエネルギ

ーとして有効活用するため、山元での原木

の加工・燃料の運搬・木質バイオマスを利

用した熱供給や発電等について、地域が一

体となって先導的な技術やシステムの実

証に取り組む「木質モデル地域」づくりの

推進を図ることで、温室効果ガスの排出削

減に取り組んでいる。（②） 

 

６．今後、大量に導入されることが予想さ

れる太陽光パネルや風力発電などの再生

可能エネルギーに関連する製品・設備につ

いて、使用済みになった後のリユース・リ

サイクルや適正な処理方法・体制について

の検討を行い、将来の社会システムの構築

に向けて必要な知見を得る。（⑥） 

 

 

 

 

 

 

 

実証に向けたシステム構築を進め

た。 

 

 

 

 

 

 

５．地域一体となった木質バイオマ

スの収集・運搬・エネルギー利用シ

ステムを構築するための実現可能性

調査を 11件、施設の導入・運用等を

通じた実証事業を 6件採択し、木質

バイオマスエネルギーを活用したモ

デル地域づくりの推進を図った。 

 

 

 

 

 

６．「使用済再生可能エネルギー設

備のリユース・リサイクル・適正処

分に関する調査」を実施し、使用済

再生可能エネルギー設備（太陽光発

電設備、太陽熱利用システム及び風

力発電設備）のリユース・リサイク

ル・適正処分の実態を把握し、整理

した。調査結果として、例えば、使

用済太陽光発電設備については、銀

の含有量によってその資源価値が左

右されること、現状はメーカーから

生産不良等として排出されるルート

が主であり、中間処理業者・金属ス

クラップ業者に引き渡され、有償と

なるケースもあること等を整理し

た。 

 

択。 

うち、1団体は、地下水汚染対策に資

する実証を盛り込み、資源利用と環

境に配慮したモデルの実証を行う。 

 

 

 

 

５．平成 26年度は、施設の導入・運

用等を通じた実証事業を新たに 3件

採択し、平成 25年度に採択した 6件

と合わせて計 9件の実証事業を行う

ことで、より効率的・安定的な木質

バイオマス利用の取り組みを推進し

た。 

 

 

 

 

 

６．引き続き、使用済再生可能エネ

ルギー設備のリユース・リサイク

ル・適正処分に関する実態を把握す

るための調査を行っているほか、撤

去、運搬、リユース・リサイクル及

び処分までの一連の工程に関するモ

デル事業等を通じて、使用済みにな

った後のリユース・リサイクルや適

正な処理方法・体制についての検討

を行い、将来の社会システムの構築

に向けた検討を行っている。 

 

 

 

 

 

り、地域におけるバイオガス活用のモデ

ルの横展開を図る。 

 

 

 

 

 

 

５．平成 27年度は、平成 25年度及び平

成 26年度に採択した 9件の実証事業を継

続して行い、木質地域づくりの優良事例

の形成を図る。更に平成 28年度には、こ

れらの取り組みを通じて得られたメリッ

ト、課題、その克服方法等の成果を取り

まとめて公表することで、全国に木質バ

イオマスを利用した「木質モデル地域」

の普及を図る。 

 

 

 

６．これまでの調査結果により、現時点

では廃棄事例は少なく、太陽光発電設備

の処理において課題が顕在化している状

況にないことが分かっているが、将来的

な排出量の増加やそれに伴う処理への影

響には留意が必要であるため、使用済再

生可能エネルギー設備を廃棄する時に、

環境へ悪影響が及ばないよう、必要に応

じ、検討を進めつつ、廃棄物処理の不安

解消に取り組み、再生可能エネルギー設

備の導入を促進する。 

 

 

 

 

 

経

済

産

１．「セルロース系エタノール革新的生産

システム開発事業」「セルロース系エタノ

ール生産システム総合開発実証事業」「バ

１．「セルロース系エタノール革新的

生産システム開発事業」において、

セルロース系バイオマスからのエタ

１．「セルロース系エタノール生産シ

ステム総合開発実証事業」において、

セルロース系エタノールプレ商用実

１．「セルロース系エタノール生産システ

ム総合開発実証事業」において、セルロ

ース系エタノールプレ商用実証プラント
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一般的には望ましいが、家電

製品等については近年エネ

ルギー消費効率が大きく高

まっており、場合によっては

リユースや長期使用がエネ

ルギー消費の拡大につなが

ることを踏まえ、リユースや

長期使用による各種環境負

荷の低減がバランスを取っ

て効果的に実現されるよう、

その参考となる指針の策定

を検討する。 

 

⑧ 航路等の整備により発

生する土砂等を有効活用し、

干潟・藻場などの再生や深掘

跡（注 33）の埋め戻しを行

うことにより、水質改善や生

物多様性の確保など、良好な

海域環境の保全・再生・創出

を推進する。 

業

省 

 

イオ燃料製造の有用要素技術開発事業」に

おいて、開発輸入を念頭に置いたエタノー

ル生産技術の開発を行い、現在世界市場で

未確立の第二世代バイオエタノールの製

造技術の優位性確保及び製造コスト低減

による国際価格競争力の確保を目指す。

（②） 

 

ノール製造という世界でも確立して

いない技術開発に取り組み、各要素

技術の開発目標（エネルギー収支（２

以上）・GHG削減率（ガソリン比 50%

以上）などのＬＣ目標の実現しつつ、

各プロセス（前処理／糖化／発酵／

蒸留・脱水）の改良は概ね達成した。

要素技術には優れたものがあり、前

処理、酵素糖化の技術について、大

幅なコスト削減の可能性を示した。 

また「バイオ燃料製造の有用要素技

術開発事業」においては燃料用バイ

オマス高生産植物の評価・改良技術、

土壌選別等の植栽技術などを用いた

収量アップ等の基盤技術研究、有用

微生物の改良、及びパイロット詳細

設計のためのデータ取り、高活性酵

素生産菌の改良、及びパイロット詳

細設計のためのデータ取りを実施し

た。 

 

証プラント一貫生産システムの構築

のためのパイロットプラントの建設

に向けて、前処理・糖化と発酵プロ

セスの最適組み合わせを検証する。 

また「バイオ燃料製造の有用要素技

術開発事業」において、燃料用バイ

オマス高生産植物の評価・改良技術、

土壌選別等の植栽技術などを用いた

収量アップ等の基盤技術研究、有用

微生物の改良、及びパイロット詳細

設計のためのデータ取り、パイロッ

ト設備の設計・建設、高活性酵素生

産菌の改良、及びパイロット詳細設

計のためのデータ取り、パイロット

設備の設計・建設を行う。 

一貫生産システムの構築のためのパイロ

ットプラントの建設に向けて、前処理・

糖化と発酵プロセスの最適組み合わせを

検証する。 

また「バイオ燃料製造の有用要素技術開

発事業」において、燃料用バイオマス高

生産植物の改良技術、土壌選別等の植栽

技術等の検証試験、有用微生物を用いる

パイロット設備の建設・稼働によるエタ

ノール大量生産技術開発、高活性酵素生

産菌を用いるパイロット設備の建設・稼

働による酵素大量生産技術開発を行う。 

 

農

林

水

産

省 

 

１．関係府省が連携し、農山漁村に豊富に

存在するバイオマスを活用し、エネルギー

等の製品を生産する地域拠点の整備を進

めるとともに、バイオマス製品を積極的に

地域で活用する取組を推進。（③、⑤） 

 

２．「森林・林業基本計画」等に基づき、

森林の適切な整備・保全や木材利用の推進

に取り組む。（③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．農山漁村のバイオマスを活用し

た産業創出を軸とした地域づくりに

ついて、構想策定と具体化に向けた

施設整備等の取組に対する支援を実

施。 

 

２．森林の有する多面的機能を将来

にわたって持続的に発展させていく

ため、面的なまとまりをもった森林

経営の確立、多様で健全な森林の整

備及び国土の保全等の施策を総合的

かつ体系的に推進した。 

また、林業の持続的かつ健全な発展

を図るため、効率的かつ安定的な林

業経営の育成、施業集約化等の推進、

低コストで効率的な作業システムに

よる施業の実施、これらを担う人材

の育成及び確保等の施策を推進し

た。 

１．引き続き、農山漁村のバイオマ

スを活用した産業創出を軸とした地

域づくりについて、構想策定と具体

化に向けた施設整備等の取組を支

援。 

 

２．林業の成長産業化の実現等に向

け、CLT（直交集成板）等の新たな製

品・技術の開発及び普及に向けた環

境整備、公共建築物等の木造化等に

よる新たな木材需要の創出、需用者

ニーズに対応した国産材の安定供給

体制の構築、適切な森林の整備及び

保全を通じた森林の多面的機能の維

持・向上等に取り組んでいるところ。 

 

 

 

 

１．今後とも、農山漁村のバイオマスを

活用した産業創出を軸とした地域づくり

に向けた取組を推進。 

 

 

 

２．引き続き、「森林・林業基本計画」

等に基づき、森林の適切な整備・保全や

木材利用の推進に取り組む。 
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３．「生物多様性国家戦略 2012-2020」及

び「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、

田園地域・里地里山の整備・保全、森林の

整備・保全、里海・海洋の整備・保全など、

農林水産分野における生物多様性の保全

や持続可能な利用を推進する。（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．生物多様性保全活動への企業等による

支援を促す仕組みについて実地検証を行

い、実用性・普及性の高い支援の仕組みを

検討し、農林漁業者及び企業等向けの手引

きとして取りまとめる。（⑤） 

 

 

５．化学肥料・化学合成農薬の使用低減や

地球温暖化防止・生物多様性の保全に効果

の高い農業生産活動の取組に対し支援を

行うとともに、有機農業への参入・定着支

援や有機農業に取り組む産地の供給拡大

等の取組を支援。（⑤） 

 

 

 

６．海洋環境等への負荷を低減させるた

さらに、環境負荷の少ない循環型社

会を実現する上で重要な役割を果た

す森林・林業に収益が還元されるよ

う、原木の安定供給体制の整備、加

工及び流通の合理化及び低コスト化

並びに木材の利用拡大を推進した。 

 

３.「生物多様性国家戦略 2012-2020」

及び「農林水産省生物多様性戦略」

に基づき、田園地域・里地里山の整

備・保全（環境保全型農業直接支払

による生物多様性保全に効果の高い

営農活動に対する支援等）、森林の

整備・保全（適切な間伐等）、里海・

海洋の整備・保全（生態系全体の生

産力の底上げを目指した漁場の整備

等）など、農林水産分野における生

物多様性の保全や持続可能な利用を

推進した。また、「生物多様性国家

戦略 2012-2020」に基づく施策の取組

状況や課題、今後の方針等について

取りまとめた。 

 

４.生物多様性保全活動への企業等

による支援を促す仕組みについて実

地検証を行い、実用性・普及性の高

い支援の仕組みを検討し、農林漁業

者及び企業等向けの手引きとして取

りまとめた。 

 

５．化学肥料・化学合成農薬の使用

低減や地球温暖化防止・生物多様性

の保全に効果の高い農業生産活動の

取組に対して支援する環境保全型農

業直接支払において約 5万ｈａの取

組を支援。また、有機農業への参入・

定着支援や有機農業に取り組む産地

の供給拡大等の取組を実施。 

 

６．平成 25年度１施設の水産廃棄物

 

 

 

 

 

 

 

３.「生物多様性国家戦略 2012-2020」

及び「農林水産省生物多様性戦略」

に基づき、田園地域・里地里山の整

備・保全（環境保全型農業直接支払

による生物多様性保全に効果の高い

営農活動や多面的機能を支える共同

活動等に対する支援等）、森林の整

備・保全（適切な間伐等）、里海・

海洋の整備・保全（生態系全体の生

産力の底上げを目指した漁場の整備

等）など、農林水産分野における生

物多様性の保全や持続可能な利用を

推進することとしている。 

 

 

 

４.企業等による生物多様性保全活

動への支援等について取りまとめた

農林漁業者及び企業等向け手引き等

を活用し農林水産分野における生物

多様性保全活動を推進することとし

ている。 

 

５．環境保全型農業直接支払による

支援を引き続き実施するとともに、

「有機農業の推進に関する基本的な

方針」を 26年４月に新たに策定し、

これに基づき有機農業の取組を推

進。 

 

 

 

６．平成 25年度は 1地区で事業を実

 

 

 

 

 

 

 

３.「生物多様性国家戦略 2012-2020」及

び「農林水産省生物多様性戦略」に基づ

き、田園地域・里地里山の整備・保全（環

境保全型農業直接支払による生物多様性

保全に効果の高い営農活動や多面的機能

を支える共同活動等に対する支援等）、

森林の整備・保全（適切な間伐等）、里

海・海洋の整備・保全（生態系全体の生

産力の底上げを目指した漁場の整備等）

などにより、引き続き、農林水産分野に

おける生物多様性の保全や持続可能な利

用を推進する。 

 

 

 

 

４.企業等による生物多様性保全活動へ

の支援等について取りまとめた農林漁業

者及び企業等向け手引き等を活用し農林

水産分野における生物多様性保全活動を

推進する。 

 

 

５．環境保全型農業直接支払については、

平成 26年度に制定した、「農業の有する

多面的機能の発揮の促進に関する法律」

に基づき実施し、農業者の連携による地

域でまとまりをもった取組を推進する

等、有機農業を含め環境保全型農業を引

き続き推進。 

 

 

６．今後も循環型社会を支えるための水
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め、水産廃棄物等の再資源化施設、処理施

設の整備を実施。（⑤） 

 

等処理施設の整備を実施。 

 

施。 

 

 

産廃棄物等処理施設の整備を推進する必

要がある。 

 

国

土

交

通

省 

 

１．下水汚泥資源化施設の整備の支援、下

水道資源の循環利用に係る計画策定の推

進（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係る

技術開発の促進・普及啓発（下水道革新的

技術実証事業） 

燃料の標準化（②） 

 

 

 

 

２．航路等の整備により発生する土砂等を

有効活用し、干潟・藻場などの再生や深掘

跡の埋め戻しを行うことにより、水質改善

や生物多様性の確保など、良好な海域環境

の保全・再生・創出を推進する。（⑧） 

 

１．平成 25年度の取組 

下水汚泥資源化施設の整備の支援、

下水道資源の循環利用に係る計画策

定の推進（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利

用に係る技術開発の促進・普及啓発

（下水道革新的技術実証事業におい

て、バイオマス発電技術を２件採択

し実証） 

 

 

２．航路等の整備により発生した浚

渫土砂を活用し、徳山下松港におい

て干潟の造成、ならびに東京湾、大

阪湾において深掘跡の埋め戻しを実

施した。 

 

１．平成 26年度の取組 

下水汚泥資源化施設の整備の支援、

下水道資源の循環利用に係る計画策

定の推進（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利

用に係る技術開発の促進・普及啓発

（下水道革新的技術実証事業におい

て、水素改質技術を１件採択し実証） 

燃料の標準化（下水汚泥固形燃料

の JIS化） 

 

２．航路等の整備により発生した浚

渫土砂を活用し、東京湾、大阪湾に

おいて深掘跡の埋め戻しを実施して

いる。 

 

１．平成 27年度の取組予定 

下水汚泥資源化施設の整備の支援、下水

道資源の循環利用に係る計画策定の推進

（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係

る技術開発の促進・普及啓発（下水道革

新的技術実証事業におけるバイオガス活

用技術の実証） 

 

 

 

２．引き続き、航路等の整備により発生

する土砂等を有効活用し、干潟・藻場な

どの再生や深掘跡の埋め戻しを行うこと

により、水質改善や生物多様性の確保な

ど、良好な海域環境の保全・再生・創出

を推進する。 
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３ 地域循環圏の高度化 

① 各地域における低炭素

社会や自然共生社会形成の

取組、各地域における廃棄物

処理計画、エコタウン事業、

地球温暖化対策の推進に関

する法律（平成 10 年法律第

117号）に基づく地方公共団

体実行計画（注 33）、バイオ

マス事業化戦略（平成 24 年

９月６日バイオマス活用推

進会議決定）に基づく取組、

緑の分権改革、東日本大震災

からの復興に向けた取組な

どと連携することにより、既

存の地域づくりの取組の一

環として地域循環圏づくり

の視点を盛り込む。 

また、地方公共団体や地域の

事業者、NPO、市民等と連携・

協働して、各地において地域

循環圏づくりの具体化と高

度化を図る。 

 

② 地域における地球温暖

化対策との連携については、

既に地球温暖化対策推進法

において、地方公共団体の取

り組むべき温暖化対策とし

て、循環型社会の形成が明記

されており、地域循環圏形成

との連携が図られている。 

それに基づき、地域循環圏の

類型ごとにその特性に応じ

た低炭素な地域づくりを進

める。例えば、農山漁村地域

では農林水産業に由来する

環

境

省

・

経

済

産

業

省 

１．エコタウン事業については、それぞれ

の地域の特性を活かして、地方公共団体が

「エコタウンプラン」を作成し、そのプラ

ンが他の地方公共団体の見本（モデル）と

なりうると認められた場合、経済産業省及

び環境省はエコタウンプランとして共同

承認するとともに、地方公共団体及び民間

団体が行う循環型社会形成に資するリサ

イクル施設整備事業（ハード事業）及び普

及啓発や情報提供事業（ソフト事業）に対

し財政支援を実施。（①、②、③、④） 

 

１．環境省及び経済産業省の共催で、

全国エコタウン会議を開催した。当

該会議は、エコタウン事業関係者（エ

コタウン承認自治体、エコタウン内

事業者等）が集い、これまで各地域

が培ってきた環境まちづくりに向け

た取組による経験・ノウハウ・課題

を共有化し、課題解決に向け連携、

意見交換する場を設けることを目的

として行った。 

 

１．環境省及び経済産業省の共催で、

全国エコタウン会議を開催する。当

該会議は、エコタウン事業関係者（エ

コタウン承認自治体、エコタウン内

事業者等）が集い、これまで各地域

が培ってきた環境まちづくりに向け

た取組による経験・ノウハウ・課題

を共有化し、課題解決に向け連携、

意見交換する場を設けることを目的

として行っている。 

 

１．エコタウンプラン等に基づき実施さ

れる事業について、地方公共団体及び民

間団体に対して総合的・多面的な支援を

引き続き行っていく。 

 

 

環

境

省 

１．【再掲】エコタウン事業については、

それぞれの地域の特性を活かして、地方公

共団体が「エコタウンプラン」を作成し、

そのプランが他の地方公共団体の見本（モ

デル）となりうると認められた場合、経済

産業省及び環境省はエコタウンプランと

して共同承認するとともに、地方公共団体

及び民間団体が行う循環型社会形成に資

するリサイクル施設整備事業（ハード事

業）及び普及啓発や情報提供事業（ソフト

事業）に対し財政支援を実施。（①、②、

③、④） 

 

 

 

 

 

２．地方の実情に応じた地域循環圏の構築

に向けて、関係府省・地方支分部局、関係

都道府県・市町村、地方産業界、NPO/NGO

等の関係主体の連携協働により、循環資源

の性質に応じた複層的な望ましい循環の

姿とそのために必要な取組・事業をまとめ

た地域計画策定の拡大を図る。また、循環

１．環境省では、エコタウン等と循

環資源（廃棄物）の排出者である動

脈産業との最適な連携等により、エ

コタウン等の能力を最大限活用する

手法を実証することを目的とした

『既存静脈施設集積地域の高効率活

用モデル事業』を実施している。平

成 25年度は、南丹市における生ごみ

メタン発酵のバイオガスの利用用途

拡大と嫌気性生分解袋普及可能性の

検証・調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

２．平成２４年度に策定したガイド

ラインを活用したモデル事業を実施

し平成２５年度に成果報告を行っ

た。 

 

 

 

１．環境省では、エコタウン等と循

環資源（廃棄物）の排出者である動

脈産業との最適な連携等により、エ

コタウン等の能力を最大限活用する

手法を実証することを目的とした

『既存静脈施設集積地域の高効率活

用モデル事業』を実施している。 

環境省では、循環資源の循環的利用

と低炭素化の両方でのゼロ・エミッ

ションを実現する先進的なモデル地

域を形成するため、エコタウン等を

有する自治体及びエコタウン等にお

いて循環産業に取り組んでいる事業

者を対象に、先進的なモデル地域を

形成するための FS調査又は計画策定

に対する補助金事業を行っている。 

 

２．地域循環圏形成モデル事業の点

検・評価や、既存の地域循環圏を対

象とするフォローアップを通じて、

地域循環圏を実際に進めるための課

題やその改善方策を検討するととも

に、地域循環圏による様々な有益な

効果を可能な限り具体的かつ定量的

【再掲】１．エコタウンプラン等に基づ

き実施される事業について、地方公共団

体及び民間団体に対して総合的・多面的

な支援を引き続き行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域循環圏形成モデル事業の点検・

評価や、既存の地域循環圏を対象とする

フォローアップを通じて、地域循環圏を

実際に進めるための課題やその改善方策

を検討するとともに、地域循環圏による

様々な有益な効果を可能な限り具体的か

つ定量的に示すことなどを通じて、引き
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バイオマス系循環資源を活

用した自立・分散型エネルギ

ーの導入などを、都市・近郊

地域では徹底した資源の循

環利用や焼却施設等におけ

る熱回収などを支援する。こ

のような取組を通じて、自

立・分散型エネルギーの導入

やエネルギーの面的利用を

促進し、裾野の広い関係者の

連携による地域の活性化や

自立性を高め、地域資源を活

用した適正で効率的な資源

循環を実現する。 

    

③ バイオマス系循環資源

については、バイオマス事業

化戦略に基づき、地域のバイ

オマスを活用したグリーン

産業の創出と地域循環型エ

ネルギーシステムの構築に

より、環境にやさしく災害に

強いバイオマス産業都市の

構築を推進するなど、地域に

おける各主体を含む関係者

の連携の下、肥飼料化や再生

可能エネルギー等として地

域内で循環利用する取組を

支援する。   

 さらに、食品廃棄物由来の

肥飼料を使用して作った農

産物について、地域資源を活

用した新たな付加価値を生

み出す６次産業化の取組の

一環としてブランド化して

販売することなどにより食

品廃棄物由来の肥飼料のニ

ーズを高めるとともに、食品

リサイクル法に基づく食品

リサイクル・ループの認定を

型社会を低炭素社会、自然共生社会と一体

的に構築していくために地域循環圏を総

合的・計画的に実現する。そのため、地域

循環圏形成推進ガイドラインの改善と普

及や先進事例の収集提供、助言体制の整備

等を推進する。（①、②、⑥） 

 

３．排出源で直接生活排水処理を行うた

め、地域の公共用水域の水量の保持に優

れ、地域の水環境保全にも資する浄化槽の

整備を推進する。また、浄化槽における使

用エネルギーの低減に向け、低炭素型浄化

槽の普及推進や浄化槽システム全体での

更なる低炭素化に向けた取組を実施。（①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．環境省では、平成 17年度に循環型社

会形成推進交付金を創設して、市町村等が

行う一般廃棄物処理施設の整備等を支援

している。 

平成 21年度より、高効率ごみ発電施設に

対する交付率の嵩上げを行った（平成 25

年度までの時限措置）。 

また、平成 22年度より、施設の長寿命化

と地球温暖化対策の推進を目的として、廃

棄物処理施設基幹的設備改良事業を交付

対象事業に追加した。 

平成 24年度末現在、稼働中又は建設中の

ごみ焼却施設のうち発電を行っている又

 

 

 

 

 

 

 

３．浄化槽の設置を行う者に対し、

市町村が設置費用を助成する浄化槽

設置整備事業（H62～）や、市町村が

設置主体となって浄化槽の整備を行

うのに必要な費用を国が助成する浄

化槽市町村整備推進事業（H6～）に

より、浄化槽の整備を推進した。浄

化槽市町村整備推進事業について

は、市町村の負担軽減に向け、PFI等

の民間活用手法に関する調査検討を

行った。また、温室効果ガス削減に

貢献する省エネルギー型浄化槽の整

備について、一定の要件を満たすも

のに、より手厚い財政支援を行う、

低炭素社会対応型浄化槽整備推進事

業を平成 22年度より単年度毎に更新

して実施した。さらに、浄化槽シス

テム全体での更なる低炭素化に向け

た調査検討を行った。 

 

４．廃棄物処理施設整備計画（平成

25年５月閣議決定）において、期間

中（平成 25年度～29年度）に整備さ

れたごみ焼却施設の発電効率の平均

値を 21％とする重点目標を定めた。 

また、循環型社会形成推進交付金に

おいて、高効率ごみ発電施設、廃棄

物処理施設の基幹的設備改良事業を

引き続き交付対象事業とした。 

 

 

 

 

に示すことなどを通じて、「地域循

環圏」の考え方の浸透や行政への反

映を図る。 

 

 

 

 

３．浄化槽設置整備事業、浄化槽市

町村整備推進事業に加え、平成 26年

度においても単年度更新を行った低

炭素社会対応型浄化槽整備推進事業

により、浄化槽の整備を推進してい

る。また、市町村の負担軽減に向け、

PFI等の民間活用手法に関する調査

検討及び浄化槽システム全体での更

なる低炭素化に向けた調査検討につ

いては、平成 26年度の検討項目の整

理を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．循環型社会形成推進交付金にお

いて、高効率エネルギー回収（発電、

地域冷暖房等への熱供給等）及び災

害廃棄物処理体制の強化の両方に資

する包括的な取り組みを行う施設に

対する重点化を図るため、新たな交

付対象事業を創設した。 

また、循環型社会形成推進交付金に

おいて、廃棄物処理施設の基幹的設

備改良事業を引き続き交付対象事業

とした。 

 

 

続き「地域循環圏」の考え方の浸透や行

政への反映を図る。 

 

 

 

 

 

３．生活排水処理施設の未普及人口約

1,400万人（平成 25年度末時点）の解消

に向け、人口減少等の社会情勢の変化を

踏まえた浄化槽の効率的な整備推進に向

けた取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．循環型社会形成推進基本法に基づく

ごみの循環的利用及び処分の基本原則に

基づいた上で、焼却せざるを得ない廃棄

物について、最近の熱回収技術の進展を

踏まえ、一定以上の熱回収率を確保しつ

つ、熱回収を行い、地域の廃棄物処理シ

ステムの省エネルギー・創エネルギー化

に貢献する。 

さらに、廃棄物発電施設が災害時も含め

た地域のエネルギーセンターとしての機

能を発揮できるよう、熱・電供給の導入・

高度化を促進する。 

また、循環型社会形成推進交付金による
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適切に行う。 

   

④ 製品系循環資源や枯渇

性資源を含む循環資源につ

いては、より広域での循環を

念頭に、廃棄物処理法の広域

認定制度・再生利用認定制度

を適切に活用する。 

また、エコタウン事業により

整備したリサイクル施設の

有効活用や、循環資源を収集

する側と循環資源を活用す

る側との連携を図る。 

 

⑤ 東日本大震災による住

民意識の変化や経験等を踏

まえ、東北地方において、地

域の循環資源を最大限に利

活用した復興の取組を支援

し、全国的なモデルとなる地

域循環圏づくりを促進する。 

 

⑥ 上記を含む地域循環圏

づくりを横断的に支援する

観点から、地域循環圏形成推

進ガイドラインの普及と拡

充を図るとともに、地域循環

圏づくりに活用できる地域

資源の賦存量・循環資源のフ

ローの把握支援、地域循環圏

形成に係る先進事例の収集

や提供、地域循環圏づくりに

係る助言体制の整備等を推

進する。 

は行う予定の施設は 317件、発電効率の平

均値は 11.9％である。（①） 

 

 

 

５．地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づく地方公共団体実行計画の策定支援

や計画に盛り込まれた対策・施策の具体化

を推進。（①） 

※地球温暖化対策の推進に関する法律第

20条の 3第 3項第 4号の規定に基づき、地

方公共団体実行計画に「循環型社会の形

成」を定める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．【再掲】「木質バイオマスエネルギー

を活用したモデル地域づくり推進事業」に

おいて、伐採されながら利用されずに森林

内に放置されている未利用間伐材等をエ

ネルギーとして有効活用するため、山元で

の原木の加工・燃料の運搬・木質バイオマ

スを利用した熱供給や発電等について、地

域が一体となって先導的な技術やシステ

ムの実証に取り組む「木質モデル地域」づ

くりの推進を図ることで、温室効果ガスの

排出削減に取り組んでいる。（②） 

 

７．食品リサイクル法に基づく再生利用事

業計画（食品リサイクルループ）による地

 

 

 

 

 

５．京都議定書目標達成計画の計画

期間が終了した後も、地球温暖化対

策を切れ目なく推進するため、「地

方公共団体における地球温暖化対策

の計画的な推進のための手引き」を

作成した。 

実行計画に関する地方自治体の多様

なニーズに対応する「地球温暖化対

策の推進力強化研修」を全 3回（全

国 9ブロック）開催した。また、実

行計画の策定等支援に関する自治体

向け環境省ホームページの情報発信

の強化を行った。 

地方公共団体における地球温暖化対

策の推進に関する法律の施行状況調

査の結果、策定が義務づけられてい

る特例市以上の実行計画（区域施策

編）策定率は 91.9％で、前年より

10.1％増加した。（平成 25年 10月 1

日時点） 

 

６．地域一体となった木質バイオマ

スの収集・運搬・エネルギー利用シ

ステムを構築するための実現可能性

調査を 11件、施設の導入・運用等を

通じた実証事業を 6件採択し、木質

バイオマスエネルギーを活用したモ

デル地域づくりの推進を図った。 

 

 

 

 

 

７．食品リサイクル法に基づく食品

リサイクルループの認定件数は、平

 

 

 

 

 

５．平成 26年度から、地方公共団体

実行計画に計上された事業の実現に

必要な設備導入等を補助すること

で、地域の創意工夫を活かした体系

的な施策による地域への普及を後押

しし、豊かな低炭素地域づくりを推

進する「グリーンプラン・パートナ

ーシップ事業」を実施。 

前年度に引き続き、自治体職員を対

象とした、実行計画策定から事業実

施までの基礎的・実務的知識を習得

するための「低炭素塾」（全５回※

初回は全国 9ブロック、2回目以降は

東京 1箇所のみ）を開催。 

 

 

 

 

 

 

 

６．平成 26年度は、施設の導入・運

用等を通じた実証事業を新たに 3件

採択し、平成 25年度に採択した 6件

と合わせて計 9件の実証事業を行う

ことで、より効率的・安定的な木質

バイオマス利用の取り組みを推進し

た。 

 

 

 

 

 

７．食品関連事業者、再生利用事業

者、農林漁業者、地方自治体のマッ

一般廃棄物処理施設の整備等の支援を継

続するとともに、必要に応じて、循環型

社会形成推進交付金の交付対象事業の見

直し等を検討する。 

 

５．平成 27年度は予算要求中の「『低炭

素・循環・自然共生』地域創生実現プラ

ン策定事業」により、地域において低炭

素・循環・自然共生を統合的に達成でき

るモデル地域創生プランの策定を支援す

るとともに、国の支援策を取りまとめる。 

前年度に引き続き、グリーンプラン・パ

ートナーシップ事業や自治体職員を対象

とした集中講座の開催などを通じてソフ

ト・ハード両面における自治体の取組を

支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．平成 27年度は、平成 25年度及び平

成 26年度に採択した 9件の実証事業を継

続して行い、木質地域づくりの優良事例

の形成を図る。更に平成 28年度には、こ

れらの取り組みを通じて得られたメリッ

ト、課題、その克服方法等の成果を取り

まとめて公表することで、全国に木質バ

イオマスを利用した「木質モデル地域」

の普及を図る。 

 

 

 

７．食品リサイクル法に基づく食品廃棄

物等の発生抑制・再生利用が地域の実情
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域循環の取組を促進する（③）（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.【再掲】環境省では、農山漁村におい

て豊富なポテンシャルを有する食品廃棄

物や家畜排泄物等由来のバイオガスを活

用し、自家使用だけでなく広く地域で利用

する資源循環利用モデルを構築していく

ため、バイオガス製造・供給技術等につき、

二酸化炭素削減効果や事業性等について

の実証を行う。「地域循環型バイオガスシ

ステム構築モデル事業（農林水産省連携事

業）」を創設した。（①、②） 

 

９．平成９年に改正された廃棄物処理法に

基づき、一定の廃棄物の再生利用につい

て、その内容が生活環境の保全上支障がな

い等の一定の基準に適合していることを

環境大臣が認定し、認定を受けた者につい

ては業及び施設設置の許可を不要とする

制度（再生利用認定制度）を設けた。（④） 

 

１０．【再掲】平成 15年に改正された廃

棄物処理法に基づき、広域的に行うことに

よって、廃棄物の減量その他適正な処理の

確保に資するとして環境大臣の認定を受

けた者について、業の許可を不要とする制

度（広域認定制度）を設け、製造事業者等

による自主回収及び再生利用を促進して

いる。（④） 

成 26年 3月末時点で 52件となって

おり、着実に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.「地域循環型バイオガスシステム

構築モデル事業（農林水産省連携事

業）」の公募により、2団体を採択。

実証に向けたシステム構築を進め

た。 

 

 

 

 

 

 

９．及び１０．平成 25年度末におい

て、再生認定制度では、一般廃棄物

は 56件、産業廃棄物は 41件の認定

を受けており、広域認定制度では、

一般廃棄物では 92件、産業廃棄物で

は 238件の認定実績となっている。 

 

チングの強化や、地方自治体の理解

促進等によるリサイクルループ形成

の促進のため、平成 26年 7月に全国

3ヶ所において、「食品リサイクルル

ープ形成支援セミナー」を試行的に

実施した。 

また、同月に全国 7ヶ所において、

地方自治体の廃棄物部局担当者を対

象として、各種リサイクル法に係る

説明会を開催し、食品リサイクル法

に基づくリサイクルループ事業への

積極的な後押しを促した。 

 

８.「地域循環型バイオガスシステム

構築モデル事業（農林水産省連携事

業）」においてさらに、3団体を採択。 

うち、1団体は、地下水汚染対策に資

する実証を盛り込み、資源利用と環

境に配慮したモデルの実証を行う。 

 

 

 

 

 

９．及び１０．平成 26年度において

は、廃棄物の減量化や適正処理の確

保に資するこれらの制度の適切な運

用を図る。平成 26年 9月末において、

再生認定制度では、産業廃棄物は 41

件認定を受けており、広域認定制度

では、産業廃棄物では 241件の認定

実績となっている。 

 

 

に応じて推進されるよう、市町村や民間

事業者の活用・育成による再生利用の実

施を含めて市町村の定める一般廃棄物処

理計画において適切に位置付けることを

促していく。 

リサイクルループに基づく取組により

生産された農畜水産物の量など認定を受

けた計画の実施状況の把握を行ってい

く。 

 

 

 

 

８.さらなる実証を推し進め、初年度採択

事業の成果（二酸化炭素削減効果や事業

性等）をとりまとめて発信することによ

り、地域におけるバイオガス活用のモデ

ルの横展開を図る。 

今後も廃棄物の減量化や適正処理の確保

に資するこれらの制度の適切な運用を図

っていく。 

 

 

 

- 
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経

済

産

業

省 

 

１．「バイオマスエネルギーの地域自立シ

ステム化実証事業」を実施し、過去の実証

系事業などの成果からビジネスとして成

り立つための要件を洗い直し、技術指針・

導入要件（木質系、湿潤系、都市型等）と

してまとめ直したのちに、自治体と連携し

た実証事業による検証を経て、最新の技術

動向等を反映した技術指針・導入要件を公

開することで、バイオマスエネルギーの導

入促進に貢献する。（②） 

 

 

 

 

２．【再掲】エコタウン事業については、

それぞれの地域の特性を活かして、地方公

共団体が「エコタウンプラン」を作成し、

そのプランが他の地方公共団体の見本（モ

デル）となりうると認められた場合、経済

産業省及び環境省はエコタウンプランと

して共同承認するとともに、地方公共団体

及び民間団体が行う循環型社会形成に資

するリサイクル施設整備事業（ハード事

業）及び普及啓発や情報提供事業（ソフト

事業）に対し財政支援を実施。（①、②、

③、④） 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経済産業省では、多くのエコタ

ウンが抱えている課題である「安定

的な循環資源の調達」「供給先の確

保」への対応策の一つとして、エコ

タウンプラン策定自治体及びエコタ

ウン補助事業者間での情報共有が重

要との認識の下、各者の取組の現状

や今後の展開等をまとめた「エコタ

ウン事業者データベース」を作成し、

経済産業省のホームページへの公開

を行った。 

＜エコタウン事業者データベース

（経済産業省ホームページ）＞ 

http://www.meti.go.jp/policy/rec

ycle/main/3r_policy/policy/html/

20140612.html 

 

１．「バイオマスエネルギーの地域

自立システム化実証事業」において、

バイオマスエネルギー導入に係る技

術指針・導入要件の調査を実施し、

木質系、湿潤系、都市型系それぞれ

のバイオマス産業が地域でビジネス

として健全に自立するための技術指

針・導入要件を策定する。併せて、

地域自立システム化実証に向けた事

業性評価（FS）を行い、策定された

技術指針・導入要件について、木質

系、湿潤系、都市型系それぞれの地

域実証へ向けて事業性を検討する。 

 

- 

 

１．「バイオマスエネルギーの地域自立

システム化実証事業」において、実証事

業に向けた事業性評価（FS）を行い、策

定された技術指針・導入要件に基づいて、

木質系、湿潤系、都市型系それぞれの地

域自立システム化実証へ向けて事業性を

検討する。併せて、事業性評価（FS）結

果についてステージゲート審査を行い、

通過した事業について地域自立システム

化実証事業を行う。 

 

 

 

 

- 

 

 

国

土

交

通

省 

１．下水汚泥再生利用・エネルギー利用に

係る技術開発の促進・普及啓発（下水道革

新的技術実証事業） 

下水汚泥と他のバイオマスの混合利用の

推進（①） 

１．平成 25年度の取組は以下の通り

である。下水汚泥再生利用・エネル

ギー利用に係る技術開発の促進・普

及啓発（下水道革新的技術実証事業

おいて、バイオマス発電技術を２件

採択し実証） 

 

１．平成 26年度の取組は以下の通り

である。下水汚泥再生利用・エネル

ギー利用に係る技術開発の促進・普

及啓発（下水道革新的技術実証事業

おいて、水素改質技術を１件採択し

実証） 

 

１．平成 27年度の取組予定は以下の通り

である。下水汚泥再生利用・エネルギー

利用に係る技術開発の促進・普及啓発（下

水道革新的技術実証事業におけるバイオ

ガス活用技術の実証） 

下水汚泥と他のバイオマスの混合利用の

推進（下水処理場における総合バイオマ

ス利活用検討） 
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農

林

水

産

省 

【再掲】１． 関係府省が連携し、農山漁

村に豊富に存在するバイオマスを活用し、

エネルギー等の製品を生産する地域拠点

の整備を進めるとともに、バイオマス製品

を積極的に地域で活用する取組を推進。

（①、②、③） 

 

２．食品関連事業者が農林漁業者等と共同

して取り組む食品リサイクル・ループの構

築を推進。（③） 

 

【再掲】１．農山漁村のバイオマス

を活用した産業創出を軸とした地域

づくりについて、構想策定と具体化

に向けた施設整備等の取組に対する

支援を実施。 

 

 

２．食品リサイクル・ループの構築

に向けた取組に対する支援を実施。 

【再掲】１．引き続き、農山漁村の

バイオマスを活用した産業創出を軸

とした地域づくりについて、構想策

定と具体化に向けた施設整備等の取

組を支援。 

 

 

２．食品リサイクル・ループの構築

に向けた取組を支援。 

【再掲】１． 今後とも、農山漁村のバイ

オマスを活用した産業創出を軸とした地

域づくりに向けた取組を推進。 

 

 

 

 

２．食品リサイクル・ループの構築を推

進。 

総

務

省 

 

１．環境への負荷の少ない、自然と調和し

た循環型社会の形成に向けて、地方公共団

体において実施される廃棄物の発生抑制

の促進等の取組を支援するため、ソフト事

業及びハード事業に対して、所要の地方財

政措置を講じている。（①） 

- - １．地方公共団体が実施する地球温暖化

防止対策、自然と共生可能な地域づくり

の取組を支援するため、引き続き地方財

政措置を講じる。 
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４ 循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用 

① 廃棄物発電等の熱回収

の高度化を図るため、（ア）

地方公共団体による高効率

廃棄物発電施設の早期整備、

（イ）廃棄物発電の高効率化

に向けた方策の検討、（ウ）

民間事業者が行う高効率の

廃棄物発電等を行う施設の

整備の促進、（エ）廃棄物熱

回収施設設置者認定制度の

普及、（オ）マニュアルの作

成など廃棄物発電における

固定価格買取制度の活用可

能性を高めるための環境整

備を行う。 

 

② 焼却施設や産業工程か

ら発生する中低温熱につい

て、地域冷暖房に活用するな

どの有効利用を進める。 

 

③ バイオ燃料の生産拡大

や、生ごみ等からのメタン回

収を高効率に行うバイオガ

ス化、回収された廃食油等か

らのバイオディーゼル燃料

の生成、間伐材等の木質ペレ

ット化、有機性汚泥等の固形

燃料化などを推進する。ま

た、これらの取組に資する技

術の研究開発を進める。 

 

④ 下水処理場を地域のバ

イオマス活用の拠点として

エネルギー回収を行う取組

や下水汚泥と食品廃棄物な

環

境

省 

１．環境省では、平成１７年度に循環型社

会形成推進交付金を創設して、市町村等が

行う一般廃棄物処理施設の整備等を支援

している。 

平成２１年度より、高効率ごみ発電施設に

対する交付率の嵩上げを行った（平成 25

年度までの時限措置）。 

また、平成 22年度より、施設の長寿命化

と地球温暖化対策の推進を目的として、廃

棄物処理施設基幹的設備改良事業を交付

対象事業に追加した。 

平成 24年度末現在、稼働中又は建設中の

ごみ焼却施設のうち発電を行っている又

は行う予定の施設は 317件、発電効率の平

均値は 11.9％である。（①、②） 

 

 

 

２．【再掲】廃棄物エネルギー導入・低炭

素化促進事業（平成 22年度より名称変更）

を実施し、廃棄物発電等に関する先進的な

取組事例を増やすこと等を通じて、廃棄物

発電等を行う施設の整備の促進を図る。

（①） 

 

３．平成 22 年の廃棄物処理法改正により

創設された熱回収施設設置者認定制度に

ついてホームページ等を通じて周知する

ことで普及を図る。（①） 

 

４．国内におけるサトウキビの主産地であ

る沖縄県において、県内産サトウキビ等を

原料としたバイオエタノールを 3％混合し

たレギュラーガソリン「E3」の普及を推進

した。（③） 

 

１．廃棄物処理施設整備計画（平成

25年５月閣議決定）において、期間

中（平成 25年度～29年度）に整備さ

れたごみ焼却施設の発電効率の平均

値を 21％とする重点目標を定めた。 

また、循環型社会形成推進交付金に

おいて、高効率ごみ発電施設、廃棄

物処理施設の基幹的設備改良事業を

引き続き交付対象事業とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．廃棄物エネルギー導入・低炭素

化促進事業を実施し、合計５事業者

（継続含む）に対して、合計６億円

の補助を行った。 

 

 

 

３．熱回収施設設置者認定制度につ

いてホームページを通じて普及を図

った。 

 

 

４．平成 25年度は、E3取扱いガソリ

ンスタンドを 13店舗増やして 58店

舗とし、沖縄県内のガソリン流通量

の 12％に相当する 6万 7千 kL（前年

比＋68％）を E3に転換した。 

 

１．循環型社会形成推進交付金にお

いて、高効率エネルギー回収（発電、

地域冷暖房等への熱供給等）及び災

害廃棄物処理体制の強化の両方に資

する包括的な取り組みを行う施設に

対する重点化を図るため、新たな交

付対象事業を創設した。 

また、循環型社会形成推進交付金に

おいて、廃棄物処理施設の基幹的設

備改良事業を引き続き交付対象事業

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

２．及び３．主に民間の廃棄物処理

事業者が行う地球温暖化対策を推し

進めるため、廃棄物熱回収施設設置

者認定制度の普及を図るとともに、

廃棄物エネルギー導入・低炭素化促

進事業により、高効率の廃棄物熱回

収施設や廃棄物燃料製造施設の整備

を支援した。 

 

 

 

 

４．平成 26年度は、E3の普及と併せ

て、バイオエタノールを 10％混合し

た、より二酸化炭素排出削減効果の

高いレギュラーガソリン「E10」の導

入拡大を展開し、取扱いガソリンス

タンドを 6店舗から 27店舗に拡大し

１．循環型社会形成推進基本法に基づく

ごみの循環的利用及び処分の基本原則に

基づいた上で、焼却せざるを得ない廃棄

物について、最近の熱回収技術の進展を

踏まえ、一定以上の熱回収率を確保しつ

つ、熱回収を行い、地域の廃棄物処理シ

ステムの省エネルギー・創エネルギー化

に貢献する。 

さらに、廃棄物発電施設が災害時も含め

た地域のエネルギーセンターとしての機

能を発揮できるよう、熱・電供給の導入・

高度化を促進する。 

また、循環型社会形成推進交付金による

一般廃棄物処理施設の整備等の支援を継

続するとともに、必要に応じて、循環型

社会形成推進交付金の交付対象事業の見

直し等を検討する。 

 

２．及び３．主に民間の廃棄物処理事業

者が行う地球温暖化対策を推し進めるた

め、廃棄物熱回収施設設置者認定制度を

活用するとともに、廃棄物エネルギー導

入・低炭素化促進事業により、高効率の

廃棄物熱回収施設や廃棄物燃料製造施設

の整備を支援していく。 

 

 

 

 

 

４．平成30年度の自立商業化を目指して、

年次計画に基づき E3及び E10の普及拡大

に取り組むこととしている。 
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ど他のバイオマスの混合消

化・利用によるエネルギー回

収効率の向上を推進する。 

 

 

５．【再掲】環境省では、農山漁村におい

て豊富なポテンシャルを有する食品廃棄

物や家畜排泄物等由来のバイオガスを活

用し、自家使用だけでなく広く地域で利用

する資源循環利用モデルを構築していく

ため、バイオガス製造・供給技術等につき、

二酸化炭素削減効果や事業性等について

の実証を行う「地域循環型バイオガスシス

テム構築モデル事業（農林水産省連携事

業）」を創設した。（③） 

 

 

 

５．「地域循環型バイオガスシステ

ム構築モデル事業（農林水産省連携

事業）」の公募により、2団体を採択。

実証に向けたシステム構築を進め

た。 

 

た。 

 

５．「地域循環型バイオガスシステ

ム構築モデル事業（農林水産省連携

事業）」においてさらに、3団体を採

択。 

うち、1団体は、地下水汚染対策に資

する実証を盛り込み、資源利用と環

境に配慮したモデルの実証を行う。 

 

 

 

５．さらなる実証を推し進め、初年度採

択事業の成果（二酸化炭素削減効果をは

じめ地域資源からメタン回収を効率的に

行うための適正な原料組成割合や副産物

の量とその活用方法・事業性等）をとり

まとめて発信することにより、地域にお

けるバイオガス活用のモデルの横展開を

図る。 

 

経

済

産

業

省 

１．「戦略的次世代バイオマス利用技術開

発事業（実用化技術開発）」において、2015 

年～20 年頃におけるガス等の燃料製造に

おけるバイオマス利用の早期拡大に向け、

メタン発酵、ガス化技術等の大幅な導入、

ランニングコストの削減を目指し、バイオ

マス原料に応じた最適プロセスの構築を

踏まえ、ビジネスとして成立するバイオマ

スエネルギー利用技術を確立し、バイオマ

スエネルギー導入量の拡大に寄与する技

術開発を行う。具体的には下記の項目に注

力する。 

・バイオマス原料の安価かつ安定確保に資

する新技術、およびガス化等の効率性を高

めるための新規なバイオマス原料前処理

技術等の研究開発 

・バイオマスのガス化、メタン発酵技術の

低コスト化、コンパクト化、効率化に寄与

する研究開発 

・ガス化炉・メタン発酵槽のコンパクト化 

・バイオマスの複合的な利用を前提とした

新規メタン発酵システムの開発 

・その他のバイオマス燃料（気体、液体お

よび固体燃料）製造技術の低コスト化に大

きく寄与する技術開発 

（③） 

 

１．「戦略的次世代バイオマス利用技

術開発事業（実用化技術開発）」にお

いて、バイオガス化（メタン発酵）

に係る３事業（２２年度採択：２件、

２３年度採択：１件）、廃食油等から

のバイオディーゼル燃料の生成（２

２年度採択：１件）、および木質系固

形燃料（半炭化技術開発）（２３年度

採択：１件）の技術開発について、

共同研究を終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「戦略的次世代バイオマス利用技

術開発事業（実用化技術開発）」にお

いて、バイオガス化（メタン発酵）

に係る事業（２３年度採択：１件）

について、主に馬鈴薯澱粉製造工程

における廃水と澱粉粕を用いたコン

パクトメタン発酵システムの開発を

進めている。草本系固形燃料（ペレ

ット化）（２５年度採択：１件）につ

いては、多原料混合での効率的なペ

レット化技術の開発を進めている。 

下水汚泥・し尿汚泥からの固形燃料

開発（２５年度採択：１件）につい

ては、省エネルギーな乾燥技術、燃

焼性能の向上を目指した研究開発を

進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「戦略的次世代バイオマス利用技術開

発事業（実用化技術開発）」において、草

本系固形燃料（ペレット化）（２５年度採

択：１件）について、２８年度末まで継

続し、多原料混合による安定的かつ安価

なバイオマスペレット燃料製造技術を確

立させる。 
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２．「地域バイオディーゼル流通システム

実証事業費補助金」において、廃食用油等

から作成されたバイオディーゼル燃料の

一体的・先進的の流通システムや技術課題

に取り組む地域の主体を支援し、バイオデ

ィーゼル燃料の供給・生産・流通量の安定

化を図る。（③） 

 

２．「地域バイオディーゼル流通シ

ステム実証事業費補助金」において、

流通インフラの整備による流通経路

の確保、自治体等と連携による利用

拡大などを実施。 

２．「地域バイオディーゼル流通シ

ステム実証事業費補助金」において、

前年度までの取組である流通インフ

ラの整備による流通経路の確保、自

治体等と連携による利用拡大などを

継続して規模を拡大していく。 

２．「地域バイオディーゼル流通システ

ム実証事業費補助金」において、これま

での取組である流通インフラの整備によ

る流通経路の確保、自治体等と連携によ

る利用拡大などを継続し、規模を拡大し

ていく。 

 

国

土

交

通

省 

１．下水汚泥資源化施設の整備の支援、下

水道資源の循環利用に係る計画策定の推

進（社会資本整備総合交付金）。 

下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係る

技術開発の促進・普及啓発（下水道革新的

技術実証事業） 

燃料の標準化 

下水汚泥と他のバイオマスの混合利用の

推進（④） 

１．平成 25年度の取組は以下の通り

である。 

下水汚泥資源化施設の整備の支援、

下水道資源の循環利用に係る計画策

定の推進（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利用

に係る技術開発の促進・普及啓発（下

水道革新的技術実証事業におけるバ

イオマス発電技術の実証） 

１．平成 26年度の取組は以下の通り

である。 

下水汚泥資源化施設の整備の支援、

下水道資源の循環利用に係る計画策

定の推進（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利用

に係る技術開発の促進・普及啓発（下

水道革新的技術実証事業における水

素改質技術の実証） 

燃料の標準化（下水汚泥固形燃料の

JIS化） 

１．平成 27年度の取組予定は以下の通り

である。 

下水汚泥資源化施設の整備の支援、下水

道資源の循環利用に係る計画策定の推進

（社会資本整備総合交付金） 

下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係

る技術開発の促進・普及啓発（下水道革

新的技術実証事業におけるバイオガス活

用技術の実証） 

下水汚泥と他のバイオマスの混合利用の

推進（下水処理場における総合バイオマ

ス利活用検討） 

農

林

水

産

省 

１．【再掲】関係府省が連携し、農山漁村

に豊富に存在するバイオマスを活用し、エ

ネルギー等の製品を生産する地域拠点の

整備を進めるとともに、バイオマス製品を

積極的に地域で活用する取組を推進。（③） 

 

２．未利用間伐材等の木質バイオマスの供

給・利用を推進するため、木質燃料製造施

設、木質バイオマスボイラー等の整備を推

進する。（③） 

 

３．未利用間伐材等の木質バイオマスを利

用した発電、熱供給又は熱電併給の推進の

ため、全国各地の木質バイオマス関連施設

の円滑な導入に向けた相談窓口・サポート

体制の確立を図る。 

また、未利用間伐材等を原料とする熱効率

が高い新たな固形燃料や発電効率の高い

新たな木質バイオマス発電システム等の

開発・改良を支援し、木質バイオマスの利

１．【再掲】農山漁村のバイオマス

を活用した産業創出を軸とした地域

づくりについて、構想策定と具体化

に向けた施設整備等の取組に対する

支援を実施。 

 

２．ペレット製造設備や木質ペレッ

トボイラー等を 225件整備した。 

 

 

 

３．全国各地の木質バイオマス関連

施設の円滑な導入に向け、相談窓口

において約 160件の問合せへの対応

を行うとともに、延べ約 30名の専門

家を現地派遣し、直接指導を実施し

た。 

また、低コストな小規模発電技術の

開発など、木質バイオマスの利用拡

大に資する技術開発等への支援を７

１．【再掲】引き続き、農山漁村の

バイオマスを活用した産業創出を軸

とした地域づくりについて、構想策

定と具体化に向けた施設整備等の取

組を支援。 

 

２．ペレット製造設備や木質ペレッ

トボイラー等の整備を支援する。 

 

 

 

３．未利用木質バイオマスを利用し

た発電、熱供給又は熱電併給の推進

のために必要な調査を行うととも

に、全国各地の木質バイオマス関連

施設の円滑な導入に向けた相談窓

口・サポート体制の確立に向けた支

援を実施する。 

また、発熱量を高めたペレット製造

技術の開発・実証など、木質バイオ

１．【再掲】今後とも、農山漁村のバイ

オマスを活用した産業創出を軸とした地

域づくりに向けた取組を推進。 

 

 

 

２．未利用間伐材等の木質バイオマスの

供給・利用を推進するため、木質燃料製

造施設、木質バイオマスボイラー等の整

備を引き続き推進する。 

 

３．地域密着型の小規模発電や熱利用を

推進するため、専門家の現地派遣、欧州

の技術者を活用した人材育成等への支援

を実施するとともに、引き続き、全国各

地の木質バイオマス関連施設の円滑な導

入に向けた相談窓口・サポート体制の確

立に支援を実施する。 

また、木質バイオマスの高付加価値製品、

発電効率の高い新たな木質バイオマス発
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用拡大を図る。（③） 

 

 

４．地域バイオマスの利用を促進して地域

の活性化に貢献するため、農村漁村に賦存

する未利用バイオマスや資源作物を原料

として、効率的にバイオ燃料や化学品等に

変換する技術の開発を実施。（③） 

件実施した。 

 

 

４．農村漁村で豊富に得られる草本、

木質、微細藻類からバイオ燃料等を

製造する技術の開発を実施し、バイ

オ燃料生産に適した資源作物を育種

して優良な系統を選抜するなどの成

果を得ている。 

マスの利用拡大に資する技術開発等

への支援を８件実施する。 

 

４．（１）草本を利用したバイオエ

タノールの低コスト・安定供給技術

の開発 

（２）林地残材を原料とするバイオ

燃料等の製造技術の開発 

（３）微細藻類を利用した石油代替

燃料等の製造技術の開発 

電システム等の開発及び改良等に対する

支援を引き続き実施する。 

 

４．引き続き、次の取組を行う。 

（１）草本を利用したバイオエタノール

の低コスト・安定供給技術の開発 

（２）林地残材を原料とするバイオ燃料

等の製造技術の開発 

（３）微細藻類を利用した石油代替燃料

等の製造技術の開発 
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５ 循環産業の育成 

（１）廃棄物等の有効活

用を図る優良事業者の育

成 

 

① 産業廃棄物処理につい

て、優良事業者が社会的に評

価され、不法投棄や不適正処

理を行う事業者が淘汰され

る環境を充実させるため、優

良産廃処理業者認定制度・熱

回収施設設置者認定制度の

普及や、優良事例の情報発信

を強化する。 

 

② 環境配慮設計や資源生

産性の向上等を促進すると

ともに、再生原材料の利用拡

大など製造業者等とリサイ

クル事業者等が一体となっ

た取組の拡大を促す。 

 

③ リユース市場の拡大に

向けて、優良なリユース事業

者の育成とリユース品の品

質の確保に向けた取組を促

進する。 

 

④ 循環資源を用いた再生

品等の品質や安全性を高め

ていくとともに、そのブラン

ド化等により競争力強化を

図る。 

また、リユース製品やリサイ

クル製品等の品質・安全性・

環境負荷低減効果について

わかりやすく提供・表示す

る、エコマーク等の環境ラベ

リング等の取組を促進する。 

環

境

省 

 

１．優良処理業者に優遇措置を講じる優良性

評価制度を平成 17年度に創設し、さらに優

良処理業者へのインセンティブを改善した優

良産廃処理業者認定制度を平成 23年４月か

ら運用している。また、平成 25年には環境配

慮契約法に「産業廃棄物の処理に係る契約」

を類型追加し、優良処理業者が産廃処理委

託契約で有利になる環境を整備した。 

加えて、これらの制度の浸透を図るため、排

出事業者と優良処理業者のコンソーシアム事

業を行うとともに、優良処理業者の情報発信

サイト「優良さんぱいナビ」の機能強化及び産

業廃棄物の適正処理を推進する電子マニフ

ェストの普及拡大を図るための取組を行って

いる。 

具体的には、平成 24年度に、より付加価値

の高い循環利用を行う循環産業を育成する

ための排出事業者と優良処理業者のコンソ

ーシアム形成に向けたフォーラムを開催する

などの啓発事業や、排出事業者と優良処理

業者が情報の公表、共有をするためのウェブ

サイトである優良さんぱいナビの利便性向上

のためのシステム改良を行った。その結果、

優良認定業者が 67％増加するなどの効果が

発揮された（平成 23年度末で 313者、平成

24年度末で 522 者）。また、事業者による情

報管理や行政による監視業務の合理化に繋

がる電子マニフェストの利用者を増やすため

のシステム改良や講習会等を全国各地で 10

回開催するなどの取組を行い、平成 24年度

末の電子マニフェスト普及率は 30％となっ

た。（①） 

 

２．【再掲】スーパーの店舗等の事業系ルート

において回収されたペットボトルに関する

BtoB等の高度なリサイクルの促進（②） 

 

 

１． 平成25年度は、フォーラムを全国２

箇所において実施するなどの啓発事業

や優良さんぱいナビのシステム改良を

行った結果、優良認定業者が 37％増

加するなどの効果を発揮している（H24

年度末：522者 H25 年度末：713者）。

また、電子マニフェストシステムの改良

や講習会等を全国各地で 15回開催す

るなどの取組を行い、平成 25年度末の

電子マニフェスト普及率は 35％となっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．【再掲】使用済みペットボトルからペ

ットボトルを再生するいわゆる「ボトル to

ボトル（ＢtoＢ)」を推進するため、スーパ

ーの店頭回収等の事業系回収ルートに

おいて、より高品質な使用済ペットボト

１． 平成 26年度は、排出事業者と優良

処理業者により構成されるシンポジウム

を東京、名古屋、福岡の３箇所で開催

し、これらの事業者間の連携・協働に向

けたビジネス・マッチングを行うとともに、

優良さんぱいナビの利便性向上のため

のシステム改良を引き続き実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．【再掲】ペットボトルについて、スーパ

ー等の店舗における回収及び高度なリ

サイクルに関して関係者の連携による

持続的な取組を促進するために、関係

者間における意見・情報交換の促進等

１．今後は、優良処理業者が優位に立てる

環境づくりを継続して進めることとしており、

優良処理業者の育成に繋がる電子マニフェ

ストについては、平成 25年 10月に策定した

「電子マニフェスト普及拡大に向けたロード

マップ」に基づき、平成 28年度に普及率

50％の目標を達成すべく普及啓発に努める

こととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．及び３．【再掲】中央環境審議会及び産

業構造審議会の合同会合において行われ

ている容器包装リサイクル制度の施行状況

の点検等の結果や、過年度までの事業の成

果等を踏まえながら、必要な措置を講じる。 
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⑤ 国自らが率先して、グリ

ーン購入・グリーン契約に取

り組み、リデュース・リユー

ス製品にも重点を置いて３

Ｒ製品等を調達するととも

に、環境に配慮したサービス

や再生可能エネルギー等を

積極的に利用する。 

 

⑥ 地方公共団体における

廃棄物処理の透明化を図る

ため、一般廃棄物会計基準の

普及を進める。 

 

⑦ 各事業者における、環境

マネジメントシステムの導

入、環境報告書や環境会計の

作成・公表等の取組を促進す

る。 

 

⑧ 税制上の優遇措置等を

活用し、適切な廃棄物処理施

設の整備が進められるよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

３．【再掲】プラスチック製容器包装廃棄物を

原料とした材料リサイクルの高度化支援（②、

④） 

 

 

 

 

４．【再掲】使用済製品等のリユース促進事業

研究会を設置し、リユースに関する取組の活

性化を図るための事業を実施する。（③） 

 

 

 

 

５.グリーン購入の推進に資するため、環境ラ

ベルやデータ集など製品の環境情報を提供

する各種の制度を紹介してインターネット上

で紹介する「環境ラベル等データベース」を

平成14年度に構築し、現在も継続して運用を

実施。 

また、環境表示が消費者にとって理解されや

すく共感できる有益な情報として機能し、各

事業者及び団体が適切な環境情報を提供す

るための体制を構築し、様々な利害関係者と

の環境情報に関する相互理解を深めることを

目的に、平成20年1月に「環境表示ガイドライ

ン」を策定。このガイドラインでは、主に事業

者及び事業者団体が消費者に向けて、環境

ラベルを含む環境情報を提供する場合の望

ましいあり方について、環境表示に関する国

際規格（ＩＳＯ14020シリーズ）への準拠を基本

的な考え方として作成し、正確かつ信頼性を

担保した適切な環境表示めざし、本ガイドラ

ルを、より効率的に回収する方法を検

討する実証事業を行い、各回収ルート

からの使用済ペットボトルに係る品質等

について把握した。 

 

３．プラスチック製容器包装廃棄物を原

料とした材料リサイクルの高度化及び材

料リサイクルにより生産された再生品の

受容拡大のために、再生品について文

具、玩具、日用品等への利用可能性調

査を行った。 

 

４．リユース業界の優良化のため、リユ

ース業界を取り巻く環境関連法につい

て整理した上で、リユース業に関する環

境関連法パンフレットを作成し、リユー

ス業界団体を通じてリユース業者に配

付した。 

 

５.「環境ラベル等データベース」の掲載

情報は随時更新。 

また、「環境表示ガイドライン」等の普

及・活用状況についてアンケート調査を

行うとともに、有識者等により校正する

「環境表示のあり方及び信頼性確保の

ための検討会」を平成25年12月と平成

26年２月の計２回開催し、平成20年以

降の環境表示等にかかる取組状況の

総括と今後の課題について取りまとめを

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施する。 

 

 

 

 

３．プラスチック製容器包装廃棄物を原

料とした材料リサイクルによる再生品に

ついて、更なる品質の向上及び利用の

拡大を図るため、材料リサイクル事業者

と家電、文具、玩具等のメーカー等のマ

ッチング等を行う。 

 

４．リユース業界団体との意見交換会を

開催し、リユース業に関する環境関連

法パンフレットの効果や活用状況につ

検証するとともに、必要に応じてパンフ

レットの修正を行う。 

 

 

５.「環境ラベルデータベース」の掲載情

報を随時更新。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．リユース業界団体との意見交換会を引き

続き開催し、リユース業界の優良化につい

て検討する。 

 

 

 

 

５.「環境ラベル等データベース」の掲載情報

を随時更新予定。 
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（１）廃棄物等の有効活

用を図る優良事業者の育

成 

 

① 産業廃棄物処理につい

て、優良事業者が社会的に評

価され、不法投棄や不適正処

理を行う事業者が淘汰され

る環境を充実させるため、優

良産廃処理業者認定制度・熱

回収施設設置者認定制度の

普及や、優良事例の情報発信

を強化する。 

 

② 環境配慮設計や資源生

産性の向上等を促進すると

ともに、再生原材料の利用拡

大など製造業者等とリサイ

クル事業者等が一体となっ

た取組の拡大を促す。 

 

③ リユース市場の拡大に

向けて、優良なリユース事業

者の育成とリユース品の品

質の確保に向けた取組を促

進する。 

 

④ 循環資源を用いた再生

品等の品質や安全性を高め

ていくとともに、そのブラン

ド化等により競争力強化を

図る。 

また、リユース製品やリサイ

クル製品等の品質・安全性・

環境負荷低減効果について

わかりやすく提供・表示す

る、エコマーク等の環境ラベ

リング等の取組を促進する。 

 

⑤ 国自らが率先して、グリ 

 インの普及啓発に努めている。（④） 

 

６．グリーン購入法におけるリユース容器の利

用促進（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７.グリーン購入法に基づき、３Ｒ製品等を含

む環境配慮型製品の調達や環境に配慮した

サービスを推進するとともに、環境配慮契約

法に基づき、再生可能エネルギー等も含め

た環境に配慮した契約を推進するなど、国自

らが率先した取組を実施。（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．環境省では、平成 19年 6月に①「一般廃

棄物会計基準」、②「一般廃棄物処理有料化

の手引き」、③「市町村における循環型社会

づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指

針」（①,②,③を総じて３つのガイドラインとい

う。）を策定し、市町村等による廃棄物の適正

処理・３Ｒの推進に向けた取組みを支援して

いる。（⑥） 

 

 

 

 

６．グリーン購入法に基づく環境物品等

の調達の推進に関する基本方針にお

いて、新たな特定調達品目として追加さ

れた「会議運営」に関して、会議で提供

される飲料容器についてリユース容器

の使用が「配慮事項」として定められ

た。 

 

 

 

 

 

 

７．グリーン購入法及び環境配慮契約

法に基づく基本方針について、開発・

普及の状況、科学的知見の充実等に

応じて、適宜必要な見直をすることとな

っており、平成25年度においても、有識

者等による検討会を設置し、基本方針

の改定作業を行った。 

また、各省庁等は、グリーン購入法及び

環境配慮契約法に基づき、調達方針の

策定や契約締結実績の概要公表を実

施しており、国等においては、ほぼ

100％のグリーン購入が実施されるな

ど、率先したグリーン購入及び環境配

慮契約の推進がなされている。 

 

８．平成 25年度は、一般廃棄物会計基

準をはじめとした３つのガイドラインの普

及促進を目的として、市町村担当者を

対象に、３つのガイドラインの活用方法

等についての説明会を開催した。さら

に、３つのガイドラインに関する市町村

担当者からの質問に対応するための質

問窓口の開設や支援ツールの更新等

を行った。 

 

 

 

６．グリーン購入法及び環境配慮契約

法に基づく基本方針について、必要な

見直しを行うため、平成 26年度におい

ても、有識者等による検討会を設置し、

基本方針の改訂検討を実施。 

また、各省庁等は、グリーン購入法及び

環境配慮契約法に基づき、調達方針の

策定や契約締結実績の概要公表を実

施しており、国等においては、ほぼ

100％のグリーン購入が実施されるな

ど、率先したグリーン購入及び環境配

慮契約の推進がなされている。 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．平成 26年度は、一般廃棄物会計基

準をはじめとした３つのガイドラインの普

及促進を目的として、市町村担当者を

対象に都道府県等が主催する説明会

等に講師を派遣している。また、市町村

や学識経験者を対象に一般廃棄物会

計基準についてのヒアリング調査等を

行い、その普及促進方策を検討してい

る。 

 

 

 

６．グリーン購入法及び環境配慮契約法に

基づく基本方針について、必要な見直しを

行うため、平成 27年度以降においても、有

識者等による検討会を開催し、基本方針の

改定検討を実施予定。 

また、各省庁等は、グリーン購入法及び環

境配慮契約法に基づき、調達方針の策定

や契約締結実績の概要公表を実施するとと

もに、率先したグリーン購入及び環境配慮

契約を推進する予定。 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．平成 27年度も引き続き、市町村等による

廃棄物の適正処理・３Ｒの推進に向けた取

組みを支援するため、一般会計基準をはじ

めとした３つのガイドラインの更なる普及促

進に努める。 
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 ９.中小企業向け環境マネジメントシステムで

ある、「エコアクション２１ガイドライン」を策定

し、その普及促進を行っている。（⑦） 

 

 

 

 

 

１０.環境配慮促進法を定め、事業者が自主

的に環境報告書を作成・公表することを国が

支援している。（⑦） 

 

 

 

 

 

 

１１．特定廃棄物最終処分場における特定災

害防止準備金の損金算入の特例や公害防

止用設備に係る課税標準の特例等により、廃

棄物処理施設の整備を進めているところ。

（⑧） 

９.中小企業が取り組むメリットを感じら

れるよう、国、自治体、金融機関、企業

等と連携して、種々の普及促進施策を

実施。 

この結果、「エコアクション２１」認証登録

企業数は順調に増加した。 

 

 

１０.事業者が適切なコミュニケーション

を図ることができるよう、「環境報告ガイ

ドライン２０１２年度版」の公表など、環境

情報の開示インフラを整備。 

この結果、環境報告書の作成・開示事

業者は増加している（環境にやさしい企

業行動調査）。 

 

 

１１．特定廃棄物最終処分場における

特定災害防止準備金の損金算入の特

例や公害防止用設備に係る課税標準

の特例等により、廃棄物処理施設の整

備を進めた。 

９．より多くの中小企業が環境マネジメ

ントに着手できるよう、“エコアクション２１

の簡易版マネジメントシステム”を策定

し、実証事業を行っているところ。 

 

 

 

 

１０.環境報告の更なる利用促進を図る

ため、情報開示基盤の整備事業に着手

している。 

統合報告など新しい概念の報告書を作

成・公表する事業者を表彰する制度を

新設した。また、自然資本会計を踏まえ

つつ「環境会計ガイドライン２００５年度

版」改訂の検討に着手した。 

 

１１．特定廃棄物最終処分場における

特定災害防止準備金の損金算入の特

例や公害防止用設備に係る課税標準

の特例等により、廃棄物処理施設の整

備を進めている。 

９.ISO１４００１改定等を踏まえ、「エコアクショ

ン２１ガイドライン」改訂に着手するほか、引

き続きエコアクション２１の普及促進を行う。 

また、“エコアクション２１の簡易版マネジメン

トシステム”の実証事業を行い、環境マネジ

メントに取り組む中小企業の裾野拡大を図

る。 

 

１０. 情報開示基盤の整備事業を推進する
とともに、情報開示の世界的潮流や企業を

取り巻くガバナンスのあり方の変容を踏ま

え、環境報告ガイドライン２０１２年度版の改

訂や、環境会計ガイドライン２００５年度の改

訂に向けた検討を行う。 

これにより、事業者と利害関係者間の環境コ

ミュニケーション促進を図る。 

 

１１．特定廃棄物最終処分場における特定

災害防止準備金の損金算入の特例や公害

防止用設備に係る課税標準の特例等によ

り、引き続き、廃棄物処理施設の整備を進

める。 
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国

土

交

通

省 

 

１．グリーン購入法に則り、国土交通省が

実施する公共事業において、環境への負荷

の低減に資する資材及び建設機械の使用

を推進する。（⑤） 

 

１．グリーン購入法に基づき、環境

への負荷の低減に資する資材の調達

を推進。また、一般からの提案を参

考として、公共工事において調達す

る資材、建設機械、工法及び目的物

について、特定調達品目の追加、見

直し等の検討を実施。 

１．「環境物品等の調達の推進に関

する基本方針」による公共工事にお

ける環境物品等の調達により、環境

への負荷低減を推進している。 

 

１．引き続き調達する資材、建設機械、

工法及び目的物について、一般からの提

案を参考として特定調達品目の追加、見

直し等の検討を行う。また、特定調達品

目の実績把握を行い、その結果を踏まえ

て定量的な目標を設定し、環境物品等の

調達を推進していく予定。 

厚

生

労

働

省 

１．環境負荷の低減に配慮した製品・サー

ビスの開発普及の促進 

・平成１６年に「エコプロダクツ大賞」制

度を創設。 

環境負荷の低減に配慮した製品・サービス

で（「エコプロダクツ」）であって、すぐ

れた配慮が組み込まれたものを表彰する

ことにより、エコプロダクツの更なる開

発・普及を図る事が目的である。 

・第１回から「エコプロダクツ大賞」を関

係府省とともに後援し、その審査員会委員

に参画。厚生労働省所管に係るエコプロダ

クツについて、優れていると審査委員に評

価されたものについては、厚生労働大臣賞

を交付することを許可している。（②） 

 

１．平成１６年度以降、製薬会社等

が開発したエコプロダクツに対し、

エコプロダクツ大賞推進協議会会長

賞６件が公布された。 

１．製薬業界等においても着実に、

エコプロダクツの更なる開発・普及

への取組が進展していると思われ

る。 

１．平成２６年度以降も引き続き主催者

及び関係各省と連携し、当該表彰制度を

通じて当省所管事業者におけるエコプロ

ダクツの開発普及の意識啓発に努めた

い。 

（２）静脈物流システム

の構築 

 

① 静脈物流の拠点となる

港湾をリサイクルポートに

指定し、広域的なリサイクル

関連施設の臨海部への立地

を推進するとともに、官民連

携の推進、港湾施設の整備な

ど総合的な支援を講じるこ

とにより国内外の資源循環

を促進する。 

 

② 静脈物流の輸送手段を

道路輸送から相対的に環境

負荷が小さい鉄道・船舶へと

転換するモーダルシフトを

環

境

省

、

国

土

交

通

省 

１．モーダルシフト・輸送効率化による低

炭素型静脈物流促進事業を通じて、静脈物

流のモーダルシフト及び輸送効率化を推

進する。（②） 

 

- １．モーダルシフト・輸送効率化に

よる低炭素型静脈物流促進事業につ

いて、国土交通省と環境省が連携し、

海上輸送による低炭素型静脈物流シ

ステムの構築に必要な経費を補助し

た。 

１．静脈物流のモーダルシフト及び輸送

効率化を推進するため、国土交通省と環

境省が連携し、引き続き、海上輸送によ

る低炭素型静脈物流システムの構築に必

要な経費を補助していく。 

国

土

交

通

省 

１．静脈物流の拠点となる港湾をリサイク

ルポートに指定し、広域的なリサイクル関

連施設の臨海部への立地を推進するとと

もに、官民連携の推進、港湾施設の整備な

ど総合的な支援を講じることにより国内

外の資源循環を促進する。（①） 

 

 

１．これまでに２２の港湾をリサイ

クルポートに指定しており、広域的

なリサイクル関連施設の臨海部への

立地の推進等を行った。 

 

 

 

 

１．これまでに２２の港湾をリサイ

クルポートに指定しており、広域的

なリサイクル関連施設の臨海部への

立地の推進等を行っている。 

 

 

 

 

１．引き続き、静脈物流の拠点となる港

湾をリサイクルポートに指定し、広域的

なリサイクル関連施設の臨海部への立地

を推進するとともに、官民連携の推進、

港湾施設の整備など総合的な支援を講じ

ることにより国内外の資源循環を促進す

る。 
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促進する。 

 

③ 首都圏の建設発生土を

全国の港湾の用地造成等に

用いる港湾建設資源の広域

利用促進システム（スーパー

フェニックス）を推進する。 

 

④ 廃棄物処理法の適正な

運用を図りつつ、静脈物流コ

ストの削減を図るための取

組の検討を進める。 

２．静脈物流の輸送手段を道路輸送から相

対的に環境負荷が小さい船舶へと転換す

るモーダルシフトを促進する。（②） 

 

 

 

３．首都圏の建設発生土を全国の港湾の用

地造成等に用いる港湾建設資源の広域利

用促進システム（スーパーフェニックス）

を推進する。（③） 

 

４．廃棄物処理法の適正な運用を図りつ

つ、静脈物流コストの削減を図るための取

組の検討を進める。（④） 

 

- 

 

 

 

 

 

３．小名浜港等において建設発生土

の受入を実施した。 

 

 

 

- 

２．「モーダルシフト・輸送効率化

による低炭素型静脈物流促進事業」

により、２件の事業を実施している。 

 

 

 

３．小名浜港等において建設発生土

の受入を実施している。 

 

 

 

４．「モーダルシフト・輸送効率化

による低炭素型静脈物流促進事業」

により、２件の事業を実施している。 

 

２．静脈物流の輸送手段を道路輸送から

相対的に環境負荷が小さい船舶へと転換

するモーダルシフトを引き続き促進す

る。 

 

 

３．首都圏の建設発生土を全国の港湾の

用地造成等に用いる港湾建設資源の広域

利用促進システム（スーパーフェニック

ス）を引き続き推進する。 

 

４．廃棄物処理法の適正な運用を図りつ

つ、静脈物流コストの削減を図るための

取組の検討を引き続き進める。 
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６ 廃棄物の適正な処理 

（１）不法投棄・不適切処理

対策 

 

① 廃棄物処理法を適切に施

行しつつ、平成 22年に行った

同法改正の効果を検証し、そ

の結果を踏まえ、同法の改正

を検討する。 

 

② 産業廃棄物の不法投棄・

不適正処理に関する情報を国

民から直接受け付ける不法投

棄ホットラインの運用や、産業

廃棄物の専門家の不法投棄

現場等への派遣を行い、地方

公共団体による行為者等の責

任追及の支援を行う。 

 

③  地方公共団体と連携し

て、毎年５月 30日（ごみゼロの

日）から６月５日（環境の日）ま

での全国ごみ不法投棄監視ウ

ィーク等を通じた普及啓発活

動や監視活動等を行う。 

 

④ 個別の産業廃棄物の不法

投棄・不適正処理の事案に対

しては、廃棄物処理法に基づ

く基金により適切な支援を行

う。 

平成９年の廃棄物処理法改正

法の施行前に開始された産業

廃棄物の不法投棄・不適正処

理の残存事案対策は、引き続

き、特定産業廃棄物に起因す

る支障の除去等に関する特別

環

境

省 

１．平成 22年に改正された廃棄物処理法附

則第 13条に基づき、同法の施行から５年の

経過後、改正法の施行状況を勘案し、必要

があると認めるときは検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずることを予定し

ている。（①） 

 

２．産業廃棄物の不法投棄等事案について

の情報受付窓口として、不法投棄ホットライン

を設け、通報された情報を地方環境事務所

や関連地方公共団体へ提供している。また、

現地調査や関係法令等に精通した専門家を

不法投棄等現場へ派遣し、不法投棄等に関

与した者の究明や責任追及方法、支障除去

の手法の検討等の助言等を行っている。

（②） 

 

３．不法投棄等の未然防止・拡大防止対策と

して、平成 19年度より毎年度設定している、

全国ごみ不法投棄監視ウィーク（毎年５月 30

日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日））

を中心として、国民、事業者、地方公共団

体、国等の各主体が一体となって、普及啓発

活動や監視活動等、地方環境事務所を拠点

とした取組を実施している。（③） 

  

 

 

 

４．不法投棄等の残存事案対策として、平成

９年廃棄物処理法改正法の施行（平成 10年

６月 17日）以降に開始された産業廃棄物の

不法投棄等による生活環境保全上の支障の

除去等事業に対して、廃棄物処理法に基づ

く基金による財政支援を行っている。 

また、平成９年廃棄物処理法改正法の施行

- 

 

 

 

 

 

 

２．平成 25年度は、全国から 43件の不

法投棄等に関する情報が不法投棄ホッ

トラインに通報された。また、全国 19 ヶ

所の不法投棄等事案に対して、専門家

を派遣し、助言等の支援を行った。 

 

 

 

 

 

３．５月 30日から６月５日までを全国ご

み不法投棄監視ウィークとして設定する

とともに、国と都道府県等とが連携して、

不法投棄等の撲滅に向けた普及啓発

活動等の取組を一斉に実施した。その

結果、平成 25年度は、全国で 3,512件

の普及啓発活動や監視活動等が実施

された。また、ブロック会議を開催する

等、各地方環境事務所管内の都道府

県等との不法投棄等防止ネットワークの

構築を行った。 

 

４．平成 25年度は、香川県豊島事案等

12事案について、産廃特措法に基づく

財政支援を行った。また、静岡県沼津

市事案等７事案について、廃棄物処理

法に基づく産業廃棄物適正処理推進

基金からの財政支援を行った。 

 

- 

 

 

 

 

 

 

２．不法投棄等に関する情報を国民か

ら直接受け付ける不法投棄ホットライン

の運用をするとともに、産業廃棄物の実

務や関係法令等に精通した専門家を

不法投棄等の現場へ派遣し、不法投棄

等に関与した者の究明や責任追及方

法、支障除去の手法の検討等の助言

等を行い、都道府県等の取組を支援し

ている。 

 

３．５月 30日から６月５日までを全国ご

み不法投棄監視ウィークとして設定する

とともに、国と都道府県等とが連携して、

不法投棄等の撲滅に向けた普及啓発

活動等の取組を一斉に実施している。

その結果、平成 26年度は、全国で

3,738件の普及啓発活動や監視活動等

が実施される予定である。 

 

 

 

 

４．平成 25年度に引き続き、香川県豊

島事案等 12事案について、産廃特措

法に基づく財政支援を行っている。ま

た、平成 26年度９月末現在、千葉県君

津市事案等３事案について、廃棄物処

理法に基づく産業廃棄物適正処理推

進基金からの財政支援が決定した対策

１．次年度が廃棄物処理法改正法施行後５

年に当たることを受け、左記取組概要のとお

り、必要な措置を講ずることを予定してい

る。 

 

 

 

２．引き続き、不法投棄等に関する情報を国

民から直接受け付ける不法投棄ホットライン

の運用をするとともに、現地調査や関係法

令等に精通した専門家を不法投棄等現場

へ派遣することにより都道府県等を支援す

る。 

 

 

 

 

３．引き続き、５月 30日から６月５日までを全

国ごみ不法投棄監視ウィークとして設定し、

国と都道府県等が連携して、不法投棄等の

撲滅に向けた普及啓発活動等の取組を一

斉に実施し、不法投棄等の未然防止・拡大

防止を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

４．産廃特措法に基づく特定支障除去等事

業が同法の有効期限までに完了するよう事

業の計画的かつ着実な推進を図るとともに、

平成25年2月に取りまとめられた「支障除去

等に関する基金のあり方懇談会報告書-当

面の財政的な支援について-」も踏まえて、

引き続き財政支援のあり方等の検討を進め
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措置法（平成 15 年法律第 98

号）に基づく財政支援を行う。

これらにより、産業廃棄物の不

法投棄・不適正処理事案につ

いて、円滑に対策が実施され

るよう、地方公共団体に対して

指導・支援を行う。 

 

⑤ 産業廃棄物が適正に運搬

され、処理されたことを確認す

るための管理票システムであ

るマニフェスト制度の電子化の

拡大に向けて、ＩＴ技術を活用

したシステム改良による利便

性の向上や普及啓発を行う。 

 

⑥ 家庭等の不用品を無許可

で回収し、不適正処理・輸出

等を行う不用品回収業者、輸

出業者等の対策について、廃

棄物処理法の厳格な適用、国

民への制度周知等により、強

化する。 

 

⑦ 美しく豊かな自然を保護

するための海岸における良好

な景観及び環境の保全に係る

海岸漂着物等の処理等の推

進に関わる法律（平成 21年法

律第 82号）に基づき発生抑制

対策等の海岸漂着物対策を

行う。また、船舶の航行に支障

を来さないよう、閉鎖性海域に

おいて、海面に浮遊する漂流

ごみ等の回収を行う。 

船舶等から流出した油や有害

液体物質については、海洋汚

染等及び海上災害の防止に

関する法律（昭和 45年法律第

136 号）等に基づき、防除措置

（平成10年６月17日）前に開始された産業廃

棄物の不法投棄等による生活環境保全上の

支障の除去等事業に対しては、産廃特措法

に基づく財政支援を行っている。（④） 

 

５．事業者にとって情報管理の合理化に繋が

ることや、偽造がしにくく行政の監視業務の

効率化に繋がる等のメリットがある電子マニフ

ェストの利用者を増やすため、研修会や操作

講習会を実施するとともに、利便性向上のた

めのシステム改良等を行い、電子マニフェスト

の普及拡大を図る。（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

６．【再掲】市区町村の許可又は委託を受け

ない、無許可の廃棄物回収は違法であると啓

発するための広報を実施。（⑥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．美しく豊かな自然を保護するための海岸

における良好な景観及び環境の保全に係る

海岸漂着物等の処理等の推進に関わる法律

（平成 21年法律第 82号）に基づき発生抑制

 

 

 

 

 

５．平成 25年 10月に平成 28年度の電

子マニフェスト普及率 50%を目標とした

「電子マニフェスト普及拡大に向けたロ

ードマップ」を策定した。 

ロードマップに基づき、 全国各地で電

子マニフェスト研修会、操作講習会を開

催した他、収集運搬終了報告における

利便性向上のためのシステム改良を行

った。また、環境配慮契約法の産業廃

棄物の処理に係る契約について、全自

治体あてパンフレットを発送した。 

その結果、平成25年度末の電子マニフ

ェスト普及率は 35％となった。 

 

６．国民向けチラシ・ポスターを作成し、

全都道府県・市町村へ配布した。併せ

て、無許可の廃棄物回収業者に関する

啓発を図るため、、環境省ホームペー

ジに Q＆Aページ（啓発ページ）を設け

た。 

さらに、インターネット対策として、違法

な廃棄物回収に関する広告掲載につ

いて、Yahoo!、Googleに違反広告申請

を実施し、広告審査の再検討・注意喚

起、及び広告の削除の検討を依頼し

た。また、「不用品回収」等の、違法な廃

棄物回収と親和性のあるキーワードを

検索した際に、環境省の啓発ページを

表示するインターネット広告を実施し

た。 

 

７．（１）32の都道府県において、地域環

境保全対策費補助金（海岸漂着物地

域対策推進事業/平成 25、26年で総額

約 100億円）を活用し、地域計画の策

事業が実施されている。 

 
 
 
 
５．ロードマップに基づき、研修会、操作

講習会の開催し、システムをスマートフ

ォンやタブレットに対応させるためのシ

ステム改修を実施している。また、建設

業界での利用促進を図るため、関係発

表会、展示会等で普及啓発を行ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

６．引き続きポスター・パンフレット等を

活用した広報を実施している。併せて、

イベント・説明会等の機会を利用して意

識啓発を行っている。 

また、各自治体の指導事例等の情報を

収集し、優良事例として自治体間で共

有し継続的・組織的な対応を実施する

ために研修会を実施予定。 

あわせて、チラシ・ポスター等の啓発ツ

ールの活用方法等含め、効果的名情

報発信方法について再検討する機会を

設ける。 

 

 

 

 

 

７．（１）32の都道府県において、地域環

境保全対策費補助金（海岸漂着物地

域対策推進事業/平成 25、26年で総額

約 100億円）を活用し、地域計画の策

ていく。 

 

 

 

 

５．ロードマップに基づき、システムをスマー

トフォンやタブレットに対応させるためのシス

テム改修を昨年度に引き続き実施するととも

に、排出事業者、行政機関への利用促進等

を図り、平成 28年度に普及率 50％の目標

を達成すべく普及啓発に努めることとしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

６．これまでの広報内容、方針についての検

討結果を踏まえ、効果的な普及啓発手法に

ついて検討し、広報を継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．（１）海岸漂着物対策を総合的かつ効果

的に推進するため、海岸漂着物対策推進

会議や国際的な協議の場等を通じて、関係

者間での連携を図り、海岸漂着物対策の一
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等の適切な実施を図る。 

 

⑧ 環境に配慮した先進的な

シップリサイクルシステムを構

築し、国内における執行体制

整備を図る。また、使用済ＦＲ

Ｐ船について、リサイクルの必

要性や、事業者団体が運営す

るリサイクルシステムの周知・

啓発を行う。 

 

対策等の海岸漂着物対策を行う。（⑦） 定、海岸漂着物等の回収・処理、発生

抑制対策等の取組が進められた。平成

25年度には約 3万 5千ｔのゴミが回収さ

れた。 

（２）海岸漂着物等の組成や量などの実

態を把握するための現地調査を実施す

るとともに、原因究明、発生源対策のた

めの調査を実施した。 

（３）国際的な協議の場等を通じ、関係

国と海岸漂着物等の削減にむけた取組

を実施した。 

 

定、海岸漂着物等の回収・処理、発生

抑制対策等に取り組んでいる。 

 

（２）海岸漂着物等の組成や量、生態系

への影響など実態を把握するための現

地調査を実施するとともに、原因究明、

発生源対策のための調査を実施する。 

 

（３）国際的な協議の場等を通じ、関係

国と海岸漂着物等の削減にむけた取組

を実施する。 

 

層の推進に努める。 

農

林

水

産

省

、

国

土

交

通

省 

 

１．災害関連緊急大規模漂着流木等処理対

策事業 

洪水、台風等により海岸に漂着した流木及

びゴミ等並びに外国から海岸に漂着した

ものと思われる流木及びゴミ等が異常に

堆積し、これを放置することにより、海岸

保全施設の機能を阻害することとなる場

合に、緊急的に流木等の処理を実施する。

（⑦） 

 

１．平成 25年度には、北海道、秋田

県(8月豪雨)、福井県・三重県・京都

府(台風 18号)において、漂着流木の

処理対策が実施されたため、処理費

用の 1/2を支援した。 

１．広範囲にわたり堆積し、海岸保

全施設の機能を阻害することとなる

海岸漂着ごみや流木等を処理する場

合には、「災害関連緊急大規模漂着

流木等処理対策事業」による支援を

行うこととする。 

１．引き続き、広範囲にわたり堆積し、

岸保全施設の機能を阻害することとなる

海岸漂着ごみや流木等を処理するため、

「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対

策事業」による支援を行う。 

国

土

交

通

省 

１．「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」の

関係機関として、地方公共団体や事業者と

一体となり、期間中における不法投棄等監

視や啓発活動、海洋環境保全指導を実施し

た。（③） 

 

２．船舶の航行に支障を来さないよう、閉

鎖性海域において、海面に浮遊する漂流ご

み等の回収を行うとともに、船舶等から流

出した油や有害液体物質については、海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律

（昭和 45年法律第 136号）等に基づき、

防除措置等の適切な実施を図る。 

また、海上保安庁では巡視船艇や航空機

に必要な資機材を整備するとともに、現場

職員の訓練・研修等を通じ、対処能力強化

１．平成２５年度の「全国ごみ不法

投棄監視ウィーク」においても、新

規及び継続の各種取組を実施した。 

 

 

 

２．東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有

明・八代海の閉鎖性海域での漂流ゴ

ミの回収を行うとともに、船舶の事

故等により発生した浮遊油につい

て、海上保安庁からの出動要請に基

づき、油回収装置及び航走拡散等に

より油の除去を行った。 

また、海上保安庁では油及び有害液

体物質の流出に迅速且つ的確に対応

するため、資機材の整備、現場職員

１．平成２６年度の「全国ごみ不法

投棄監視ウィーク」においても、新

規及び継続の各種取組を実施した。 

 

 

 

２．東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有

明・八代海の閉鎖性海域での漂流ゴ

ミの回収を行うとともに、船舶の事

故等により発生した浮遊油につい

て、海上保安庁からの出動要請に基

づき、油回収装置及び航走拡散等に

より油の除去を行っている。 

また、油及び有害液体物質の流出に

迅速且つ的確に対応するため、資機

材の整備、現場職員の訓練及び研修

１．引き続き、関係省庁や地方公共団体、

各種ボランティア団体と連携協力し、「全

国ごみ不法投棄監視ウィーク」等を通じ

た不法投棄等監視や啓発活動、海洋環境

保全指導を推進する。 

 

２．引き続き、船舶の航行に支障を来さ

ないよう、閉鎖性海域において、海面に

浮遊する漂流ごみ等の回収を行うととも

に、船舶等から流出した油や有害液体物

質については、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律（昭和 45年法律第

136号）等に基づき、防除措置等の適切な

実施を図る。 

また、海上保安庁では今後も、油及び有

害液体物質の流出に迅速且つ的確に対応
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を推進し、関係機関との合同訓練に参画す

る等、連携強化を図り、迅速かつ的確な対

処に努める。（⑦） 

 

 

３．シップリサイクル条約が要求する環境要件

につき、我が国の船舶解撤事業者における

対応状況等について調査を実施。 

使用済 FRP船の再資源化の推進  FRP（繊

維強化プラスチック）船については、平成

17年 11月から国土交通省が確立したリサ

イクル技術を踏まえ、（社）日本舟艇工業

会（現（一社）日本マリン事業協会）が廃

棄物処理法に基づく広域認定制度を活用

して「FRP船リサイクルシステム」の段階

的な構築及び運用に取り組んでいるため、

同システムの普及啓発を実施。（⑧） 

 

の訓練及び研修を実施し、また、関

係機関との合同訓練に参画する等、

連携強化を図り、迅速かつ的確な対

処に努めた。 

 

３．学識者等で構成する委員会を設置

し、シップリサイクル条約の環境に係る

要件につき、我が国法令の対応状況等

を調査するとともに、船舶解撤事業者の

対応状況について調査を実施。 

平成 20年度から全国において（一社）

日本マリン事業協会が「FRP船リサイク

ルシステム」の本格運用を開始したた

め、リサイクル処理の必要性及び FRP

船リサイクルシステムの周知啓発等を行

うことにより、FRP船のリサイクル処理の

普及促進活動を実施。平成 25年度は

532隻の FRP船をリサイクル処理。 

 

を実施し、また、海上保安庁では関

係機関との合同訓練に参画する等、

連携強化を図り、迅速かつ的確な対

処に努めている。 

 

３．シップリサイクル条約が要求する労

働安全衛生に係る要件につき、我が国

法令の対応状況と船舶解撤事業者の

対応状況について調査を行う。 

全国において同システムの本格運用

を開始した。 

また、全国ブロック毎に地方運輸局、

地方整備局、都道府県等で組織する

地方廃船処理協議会を開催し、不法

投棄された廃 FRP船対策や FRP船リ

サイクルの促進を図るために情報提

供及び意見交換等を実施した。 

するため、資機材の整備、現場職員の訓

練及び研修を実施し、また、関係機関と

の合同訓練に参画する等、連携強化を図

り、迅速かつ的確な対処に努めていく。 

 

３．海外の主要船舶解撤国の条約締結に係

る動向等を調査し、条約の早期発効に向け

た課題を明確にする。 

全国ブロック毎に地方運輸局、地方整備

局、都道府県等で組織する地方廃船処理

協議会を開催し、不法投棄された廃 FRP

船対策や FRP船リサイクルの促進を図る

ために情報提供及び意見交換等を実施す

る。 

 

（２）最終処分場の確保等 

 

① 一般廃棄物の最終処分場

については、残余容量の予測

を行いつつ、引き続き必要とな

る最終処分場を継続的に確保

する。 

  また、最終処分場に埋め立

てた廃棄物を有効活用・減量

化するための取組を支援す

る。 

 

② 産業廃棄物の最終処分場

については、民間事業者によ

る整備を基本としつつ、産業

廃棄物の適正処理を確保する

ために必要がある場合には、

廃棄物処理センター等の公共

関与による施設整備を促進す

る。 

 

環

境

省 

１．環境省では、平成１７年度に循環型社会

形成推進交付金を創設し、ごみのリサイクル

や減量化を推進した上でなお残る廃棄物に

ついて、生活環境の保全上支障が生じない

ように適切に処分するため、最終処分場の設

置又は改造、既埋立物の減容化等による一

般廃棄物の最終処分場の整備を支援してき

た。 

平成 24年度末現在、最終処分場は 1,741施

設、残余容量は１億 1,201万 m3であり、残余

年数は全国平均で 19.7 年分である。（①） 

 

２．公共関与による産業廃棄物処理施設の整

備促進のため、廃棄物処理法第 15 条の５に

基づき、一定の要件を満たす法人を廃棄物

処理センターとして指定するとともに、廃棄物

処理センター等が行う産業廃棄物の最終処

分場等の施設整備に対して、補助を行う。

（②） 

 

 

１．廃棄物処理施設整備計画（平成 25

年５月閣議決定）において、一般廃棄

物最終処分場の残余年数を 20年分

（平成 29年度）とする重点目標を定め

た。 

さらに、最終処分場の設置又は改造、

既埋立物の減容化等による一般廃棄物

の最終処分場の整備について、引き続

き、循環型社会形成推進交付金の交付

対象事業とした。 

 

 

２．廃棄物処理法第 15 条の５に基づ

き、１法人を廃棄物処理センターとし

て指定するとともに、産業廃棄物の最

終処分場等の施設整備を行う４事業

に対して、合計 12 億円の補助を行っ

た。 

 

 

 

１．最終処分場の設置又は改造、既埋

立物の減容化等による一般廃棄物の最

終処分場の整備について、引き続き、

循環型社会形成推進交付金の交付対

象事業とした。 

 

 

 

 

 

 

 

２．産業廃棄物処理施設のモデル的整

備事業に対する補助制度により、管

理型最終処分場を整備する３事業に

対して補助することで、公共が関与

して行う産業廃棄物処理施設の一層

の整備促進を図った。 

 

 

 

１．最終処分場の設置又は改造、既埋立物

の減容化等による一般廃棄物の最終処分

場の整備について、引き続き、循環型社会

形成推進交付金の交付対象事業とするとと

もに、必要に応じて、交付対象事業の見直

し等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

２． 産業廃棄物の最終処分場等の施設整

備のため、引き続き、申請に応じて廃棄

物処理法に基づく廃棄物処理センターの

指定を行うとともに、さらに民間を含め

優良な処理施設の整備を支援するため、

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備

の促進に関する法律（平成 4年法律第 62

号）に基づく特定施設の認定を行う。ま

た、産業廃棄物処理施設のモデル的整備
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③ 港湾の整備に伴う浚渫土

砂や循環利用できない廃棄物

を最終的に処分する海面処分

場について、港湾の秩序ある

整備と整合を取りつつ、計画

的に整備する。 

 

④ 陸上で発生する廃棄物及

び船舶等から発生する廃油に

ついては、海洋投入処分が原

則禁止されていることを踏ま

え、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律に基づく

廃棄物の海洋投入処分に係

る許可制度を適切に運用し、

海洋投入処分量の削減を図る

とともに適切に廃油を受け入

れる施設を確保する。 

 

 

 

 

 

３．民間を含め優良な処理施設の整備を支援

するため、産業廃棄物の処理に係る特定施

設の整備の促進に関する法律（平成 4 年法

律第 62 号）に基づく特定施設の認定を行う。

（②） 

 

 

４．廃棄物処理法並びに一般廃棄物の最終

処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る

技術上の基準を定める省令における最終処

分場の閉鎖・廃止の考え方に則した海面最

終処分場の適切な閉鎖・廃止基準の運用方

法及び海面処分場の特性を踏まえた、早期

安定化等のための管理・技術について検討

する（③）。 

 

 

 

 

５．ロンドン条約 1996年議定書の締結に伴い

改正された海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律（昭和 45年法律第 136号。以

下「海洋汚染防止法」という。）に基づき、平

成 19年度４月から導入された廃棄物の海洋

投入処分に係る許可制度の適切な運用を行

う。（④） 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

４．海面処分場の廃止後の水位管理及

び早期安定化、跡地利用について、関

係者と意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．海洋汚染防止法に基づく廃棄物の

海洋投入処分に係る許可制度の適切

な運用を図っている。平成 25年 6月か

ら平成 25年 12月までの海洋投入処分

量は 188万トンである。 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

４．海面処分場の廃止に関する情報に

ついては、現行法に基づいて整理した

上で、廃止の考え方としてまとめる。 

また、海面処分場の廃止に関する技術

的な情報を広く周知することは有用であ

ると考えられるため、技術情報集として

これをとりまとめる。 

その他、海面処分場の形質変更に関し

て、有識者ヒアリング、アンケート調査、

文献調査等を行い、課題と適用の可能

性のある技術等を整理する。 

 

５．海洋汚染防止法に基づく廃棄物の

海洋投入処分に係る許可制度の適切

な運用により、海洋投入処分量のより一

層の削減に取り組んでいる。 

 

事業に対する補助制度により、公共が関

与して行う産業廃棄物処理施設の一層の

整備促進を図る。 

 

- 

 

 

 

 

 

 

４．Ｈ26年 3 月にとりまとめられた「巨大災害

発生時における廃棄物対策のグランドデザ

イン」を踏まえ、「現行の海面処分場におけ

る論点整理」として、現行制度において検討

が必要な事項について整理し、次年度以降

検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

５．国際的にみても依然として我が国の海洋

投入処分量が多い状況を踏まえ、より一層

の削減に向けた方策の検討を行なう。 
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国

土

交

通

省 

１．港湾の整備に伴う浚渫土砂や循環利用で

きない廃棄物を最終的に処分する海面処分

場について、港湾の秩序ある整備と整合を取

りつつ、計画的に整備する。（③） 

 

 

２．船舶等から発生する廃油については、

海洋投入処分が原則禁止されていること

を踏まえ、適切に廃油を受け入れる施設を

確保する。（④） 

１．港湾整備により発生する浚渫土砂や

内陸部での最終処分場の確保が困難

な廃棄物を受け入れるために、事業の

優先順位を踏まえ、東京港等で海面処

分場を計画的に整備してきた。 

 

２．廃油処理事業を行おうとする者

に対し、廃油処理事業の需要適合性、

事業計画及び当該事業者の事業遂行

能力等について、国が適正な審査を

実施した。 

 

１．港湾整備により発生する浚渫土砂や

内陸部での最終処分場の確保が困難

な廃棄物を受け入れるために、事業の

優先順位を踏まえ、東京港等で海面処

分場を計画的に整備している。 

 

２．廃油処理事業を行おうとする者

に対し、廃油処理事業の需要適合性、

事業計画及び当該事業者の事業遂行

能力等について、引き続き国が適正

な審査を実施する。 

 

１．港湾の整備に伴う浚渫土砂や循環利用

できない廃棄物を最終的に処分する海面処

分場について、港湾の秩序ある整備と整合

を取りつつ、引き続き計画的に整備する。 

 

 

２．船舶等から発生する廃油については、

海洋投入処分が原則禁止されていること

を踏まえ、適切に廃油を受け入れる施設

を引き続き確保する。 
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７ 各個別法の対応 

（参１－２）に記載。 

８ 環境教育等の推進と的確な情報共有・普及啓発 

（１） 環境教育等の

推進 

 

① 環境教育等促進法に基

づき、持続可能な社会の構築

を目指して、家庭、学校、職

場、地域その他のあらゆる場

で行う環境教育、環境保全活

動等を、多様な主体における

連携の重要性を考慮しつつ、

総合的に推進する。 

 

② 学校教育においては、改

訂した学習指導要領に基づ

き、児童生徒の発達の段階を

踏まえ、循環型社会の形成の

推進に関する分野をも含め

た環境教育を一層推進する。 

 

環

境

省 

１.環境教育等促進法の各条項に規定され

ている、環境保全に資する環境教育のため

の場、団体、人材等の認定及び登録、指定

の促進を行う。（①） 

 

 

 

 

２．ウェブサイトの登録やフォーラムの開

催等を通じて、ＥＳＤの視点を取り入れた

環境保全活動に取り組む団体や活動等の

ネットワーク化の充実を行う。（①） 

 

 

 

３．産学官民のあらゆる主体が連携し、環

境人材育成の取組についての意見交換や

交流の促進を行う。（①） 

 

 

 

４．各都道府県において、小中学校をはじ

めとした教育現場を中心に、その地域特性

に合った環境教育プログラムを作成し、そ

の実証を行う。（①） 

 

１．人材認定等事業の登録（法 11条

第 1項）、環境教育等支援団体の指

定（法第 10条の２）、体験の機会の

場の認定（法第 20条）について、そ

れぞれ認定等を行い、ウェブサイト

等を通じて、情報等の提供を行って

いる。 

 

２．「＋ＥＳＤプロジェクト」、「エ

コ学習ライブラリー」といったウェ

ブサイトにより、広く情報提供を行

っている。「＋ＥＳＤプロジェクト」

を通して、各活動の「見える化」、

「つながる化」が進んでいる。 

 

３．「環境人材育成コンソーシアム

事業」を通じて、大学生向けのモデ

ル授業、企業の管理職や経営者層を

対象とした研修を実施し、交流の機

会を提供している。 

 

４．ＥＳＤの視点を取り入れた環境

教育について、モデルプログラムを

20作成し、そのモデルプログラムに

基づいて各都道府県において地域版

環境教育プログラムを作成。小中学

１．人材認定等事業の登録（法 11条

第 1項）、環境教育等支援団体の指

定（法第 10条の２）、体験の機会の

場の認定（法第 20条）について、そ

れぞれ認定等を行い、ウェブサイト

等を通じて、情報等の提供を行って

いる。 

 

２．「＋ＥＳＤプロジェクト」、「エ

コ学習ライブラリー」といったウェ

ブサイトにより、広く情報提供を行

っている。「＋ＥＳＤプロジェクト」

を通して、各活動の「見える化」、

「つながる化」が進んでいる。 

 

３．「環境人材育成コンソーシアム

事業」を通じて、大学生向けのモデ

ル授業、企業の管理職や経営者層を

対象とした研修を実施し、交流の機

会を提供している。 

 

４．ＥＳＤの視点を取り入れた環境

教育について、モデルプログラムを

20作成し、そのモデルプログラムに

基づいて各都道府県において地域版

環境教育プログラムを作成。小中学

１．引き続き、人材認定等事業の登録（法

11条第 1項）、環境教育等支援団体の指

定（法第 10条の２）、体験の機会の場の

認定（法第 20条）について、それぞれ認

定等を行い、ウェブサイト等を通じて、

情報等の提供を行っていく。 

 

 

２．引き続き、「＋ＥＳＤプロジェクト」、

「エコ学習ライブラリー」といったウェ

ブサイトにより、広く情報提供を行って

いる。「＋ＥＳＤプロジェクト」を通し

て、各活動の「見える化」、「つながる

化」を進めていく。 

 

３．引き続き、「環境人材育成コンソー

シアム事業」を通じて、大学生向けのモ

デル授業、企業の管理職や経営者層を対

象とした研修を実施し、交流の機会を提

供していく。 

 

 

４．引き続き、ＥＳＤの視点を取り入れ

た環境教育について、モデルプログラム

を 20作成し、そのモデルプログラムに基

づいて各都道府県において地域版環境教
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５．文部科学省との連携協力により、教員

等をはじめとする環境教育・学習の指導者

に対する環境教育のリーダー研修を開催。

（①） 

 

校をはじめとした学校教育現場での

実証を行った（47プログラム）。 

 

 

５．文部科学省との連携協力により、

環境教育のリーダー研修について、

平成 26年 2月に東京及び兵庫で開催

した。 

 

校をはじめとした学校教育現場での

実証を行った（47プログラム）。 

 

 

５．文部科学省との連携協力により、

環境教育のリーダー研修について、

平成 27年 2月頃に開催予定。 

 

育プログラムを作成。小中学校をはじめ

とした学校教育現場での実証を行ってい

く（47プログラム）。 

 

５．引き続き、環境教育のリーダー研修

を開催していく。 

 

文

科

省 

１．環境教育に関する優れた実践を促し、

その成果の全国への普及を図るため、環境

のための地球学習観測プログラム（GLOBE）

への参加や、環境省との連携協力により、

教員等をはじめとする環境教育・学習の指

導者に対する環境教育のリーダー研修の

開催などを実施（①、②） 

 

２．環境を考慮した学校施設（エコスクー

ル）の整備推進に関するパイロット・モデ

ル事業、屋外教育環境整備事業、大規模改

造（老朽：エコ改修）事業、太陽光発電等

導入事業の実施等により、環境教育の教材

として活用できるエコスクールの整備を

支援（①） 

 

３．社会教育において、公民館などの社会

教育施設を中心として、地域における社会

教育関係団体などが連携し、環境保全など

の地域の課題を解決していくための取組

を支援し、地域の教育力の向上を図る。

（①） 

 

４．循環型社会の形成も含め、持続可能な

社会づくりの担い手づくりのため、ESDの

推進拠点と位置づけているユネスコスク

ールの質量両面における充実等を通じ、環

境教育を含む「国連持続可能な開発のため

の教育（ESD）」を推進している。（①、②） 

 

１．平成 25・26年度の GLOBE協力校

として、全国 16校を指定した。（第

10期目） 

また、環境省との連携協力により、

環境教育のリーダー研修について、

平成 26年 2月に東京及び兵庫で開催

した。 

 

２．平成 25年度は、エコスクールパ

イロット・モデル事業のモデル校と

して 112校を認定した。 

 

 

 

 

 

３．平成 25年度は、公民館等を中心

とした社会教育活性化支援プログラ

ムにおいて、環境保全に関係するも

のとして、2件の取組を採択した。 

 

 

 

４．平成 25年度は、ユネスコスクー

ル数が全部で 705校となった。また、

日本／ユネスコパートナーシップ事

業において、ESD活動の支援に関わる

12件の取組を採択した。 

 

１．平成 25・26年度の GLOBE協力校

として、全国 16校を指定した。（第

10期目） 

また、環境省との連携協力により、

環境教育のリーダー研修について、

平成 27年 2月頃に開催予定。 

 

 

２．平成 26年度は、6月時点で、エ

コスクールパイロット・モデル事業

のモデル校として 63校を認定した。

（平成 26年 6月時点の認定実績計

1,547件） 

 

 

 

３．平成 26年度は、公民館等を中心

とした社会教育活性化支援プログラ

ムにおいて、環境保全に関係するも

のとして、3件の取組を採択した。 

 

 

 

４．平成 26年度は、「国連 ESDの 10

年」の最終年である 2014年に日本政

府とユネスコの共催で ESDに関する

ユネスコ世界会議を我が国において

開催する。 

また、教育委員会・大学等が中心と

なり、ESDの推進拠点であるユネスコ

スクールとともにコンソーシアムを

１．引き続き、環境のための地球学習観

測プログラム（GLOBE）への参加や、環境

教育のリーダー研修の開催などを実施 

 

 

 

 

 

２．引き続き、環境教育の教材として活

用できるエコスクールの整備を支援 

 

 

 

 

 

 

３．公民館等を中心とした社会教育活性

化支援プログラムの成果に関する情報提

供を行い、引き続き公民館等の社会教育

施設における自主的な取組を促進する。 

 

 

 

４．「国連 ESDの 10年」の後継プログラ

ムである「ESDに関するグローバル・アク

ション・プログラム」が示す５つの優先

行動分野に重点的に取り組むため、ユネ

スコに対して信託基金を拠出するととも

に、引き続き、教育委員会・大学等が中

心となり、ESDの推進拠点であるユネスコ

スクールとともにコンソーシアムを形成
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形成し、地域において ESDを実践す

ることにより、ユネスコスクール以

外への ESDの普及を図り、また、国

内外のユネスコスクール間の交流の

促進を通じ、より持続可能な社会づ

くりの担い手を育む。（平成 26年度

採択事業数：5件） 

さらに、日本／ユネスコパートナー

シップ事業において、ESD活動の支援

に関わる 5件の取組を採択した。 

 

し、ESDの実践・普及及び国内外における

ユネスコスクール間の交流の促進を通

じ、より持続可能な社会づくりの担い手

を育む。 

農

林

水

産

省 

１．水源涵
かん

養、山地災害防止や地球温暖化

防止など森林の持つ公益的機能や、その機

能を発揮させるために社会全体で森林整

備と森林資源の循環利用を推進すること

への国民的理解を醸成していく観点から、

教育分野とも連携しつつ、森林環境教育・

木育を推進。（①） 

 

 

 

１．学校教育における森林での体験

活動を推進するため、「学校林・遊々

の森」全国子どもサミットを開催し、

体験活動の実施に関する情報交換を

促進。 

木材や木製品とのふれあいを通じ

て、木への親しみや木の文化への理

解を深め、木材の良さや利用の意義

を学ぶ教育活動としての「木育」を

推進。 

木育プログラム実践：44校 

木育キャラバン実施：13箇所 

木育インストラクター養成：78名 

学校等が森林教室や体験活動を実施

するためのフィールドとして、国有

林を提供する「遊々の森」の協定締

結等を推進。平成 25 年度に新たに 6

箇所で「遊々の森」の協定を締結し、

学校等による森林教室や自然観察、

体験林業等の様々な活動を実施。 

 

１．学校教育における森林での体験

活動を推進するため、学校の森・子

どもサミットを開催し、体験活動の

実施に関する情報交換を促進。 

木材や木製品とのふれあいを通じ

て、木への親しみや木の文化への理

解を深め、木材の良さや利用の意義

を学ぶ教育活動としての「木育」を

推進。 

木育プログラム実践：40校（予定） 

木育キャラバン実施：10箇所（予定） 

木育インストラクター養成：100 名

（予定） 

新たな協定締結に向けて、学校等へ

の働きかけを行うとともに、既設箇

所（172箇所）において、学校等によ

る森林教室や自然観察、体験林業等

の様々な活動を実施予定。 

１．引き続き、教育分野との一層の連携

を図りつつ、これらの取組を継続し、森

林環境教育・木育の推進を図る。 

また「遊々の森」の協定締結を推進す

るとともに、既設箇所において、森林教

室や自然観察、体験林業等を実施。 

 

（２）３Ｒに関する情報

共有と普及啓発 

 

① 循環型社会の形成に関

する最新データ等の情報提

供、循環基本計画の周知、循

環型社会の形成に向けた

様々な取組事例の情報発信

財

務

省

・

文

部

科

学

１．１０月の３Ｒ推進月間において、関係

８省庁※が連携し、重点的な普及啓発活動

を実施している。※財務省・文部科学省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省・環境省・消費者庁（①、④） 

 

 

- - - 
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等を行う。また、毎年 10 月

を３Ｒ推進月間として、循環

型社会の形成に向けた取組

をより一層推進する。 

 

② 各主体の創意工夫によ

る新規事業の創成や先進事

例の普及を進めるため、（ア）

地域における活動の核とな

っている地方公共団体、（イ）

様々な研究成果を蓄積して

いる学術・研究機関、（ウ）

コンセプト提供やコーディ

ネーター機能を発揮してい

る NPO、（エ）技術情報等を

有し、生産・販売活動等を行

う事業者の間で情報の共有

化・ネットワーク化を図る。 

 

③ 循環型社会形成に向け

た状況把握のためには本計

画で提示する物質フロー指

標、取組指標をはじめとする

指標が重要であり、指標の更

なる改善に向けた取組とと

もに、その裏付けとなるデー

タの改善・整備を並行して推

進する。 

 

④ 地方公共団体、事業者な

ど様々な主体が構成員とな

っている３Ｒ活動推進フォ

ーラムとの共催で、３Ｒ推進

全国大会を開催し、３Ｒに関

する各種取組の紹介や循環

型社会推進功労者の表彰等

により、国民の意識向上や具

体的な行動を促す。よりきめ

細やかな活動を実施するた

め、ブロック単位での３Ｒ推

省

・

厚

生

労

働

省

・

農

林

水

産

省

・

経

済

産

業

省

・

国

土

交

通

省

・

環

境

省

・

消

費

者

庁 

環

境

省 

１．第三次循環基本計画に盛り込まれた、

循環型社会形成のための指標に関する情

報を、毎年度、更新・公表する。 

さらに、循環基本計画に係る指標に関する

検討会において、それら指標の改善に向け

検討を行う。（①、③） 

１．平成 25年度は、「循環型社会形

成推進基本計画に係る物質フロー及

び指標について－第三次計画までの

指標の変遷、統計データから見る進

捗状況等－」（平成 26年 3月）によ

り、平成 23年度の物質フロー及び指

１．平成 26年度は、平成 24年度の

物質フロー及び指標のデータについ

て検討する。 

さらに、循環基本計画に係る指標に

関する検討会において、第三次循環

基本計画の指標について「今後の検

１．引き続き、毎年度、循環型社会の形

成に関する最新データ等の情報提供を行

うとともに、循環基本計画に係る指標に

関する検討会において、指標の改善に向

けた検討を行う。 
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進地方大会も開催する。さら

に、様々な分野の団体が集ま

り、国及び自治体とも連携し

つつ「リデュース・リユー

ス・リサイクル推進功労者表

彰」等の活動を行っているリ

デュース・リユース・リサイ

クル推進協議会等の民間団

体と今後も連携し、なお一層

の国民の意識向上や具体的

な行動を促す活動を続ける。 

 

⑤ 廃棄物処理法に基づく

廃棄物減量等推進員、容器包

装リサイクル法に基づく容

器包装廃棄物排出抑制推進

員（３Ｒマイスター）等の活

動を支援し、３Ｒ全般にわた

る普及啓発や事業者と消費

者等の連携による取組を促

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．【再掲】循環型社会の形成に関する最

新情報の提供、循環基本計画の周知及び循

環型社会に向けた多様な活動等の情報発

信を行う。（①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．各主体間のネットワークの構築 

各主体間のネットワークを構築し、循環型

社会の形成を着実に推進するための情報

の集積・交換・提供等を行う。（②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

標のデータを公表した。 

さらに、(1)第三次循環基本計画にお

いて今後検討することと明記された

指標及び項目、(2)中央環境審議会循

環型社会部会での環境基本計画及び

循環基本計画の点検に向けた評価・

点検、の検討を行うことを目的とし、

平成 25年度３月に、循環基本計画に

係る指標に関する検討会を設置し

た。 

 

２．インターネットを利用する若い

世代に対し、恒常的に周知徹底を図

るため、WEBサイト「Ｒｅ-Ｓｔｙｌ

ｅ」（（ＰＣ版）「http：

//www.re-style.env.go.jp」、（携

帯版）「http：

//www.re-style.env.go.jp/k」）を

運営し、循環型社会の形成に関する

最新データやレポート等の掲載、循

環型社会基本計画の周知及び循環型

社会に向けた多様な活動等の情報発

信を行い、国民、民間団体及び事業

者等における活動の促進を図った。 

 

 

 

 

３．地球環境パートナーシッププラ

ザにおいて、パートナーシップの促

進、ＮＧＯ支援、環境情報の提供・

普及を実施。ホームページや、メー

ルマガジン、情報誌等を効果的に活

用している。 

地方環境パートナーシップオフィス

の設置や、ＮＰＯ等との協働での事

業を実施。 

ＮＧＯ等から環境に関する優れた政

策提言を募集し、優秀な提言の選定、

発表会の開催を実施。特に優れた提

討課題等」とされた事項等に関する

検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． インターネットを利用する若い

世代に対し、恒常的に周知徹底を図

るため、WEBサイト「Ｒｅ-Ｓｔｙｌ

ｅ」（（ＰＣ版）「http：

//www.re-style.env.go.jp」、（携

帯版）「http：

//www.re-style.env.go.jp/k」）を

運営し、循環型社会の形成に関する

最新データやレポート等の掲載、循

環型社会基本計画の周知及び循環型

社会に向けた多様な活動等の情報発

信を行い、国民、民間団体及び事業

者等における活動の促進を図った。

また、ソーシャルネットワーク

（Facebook）を活用し更なる情報発

信の効率化を行う。 

 

３．地球環境パートナーシッププラ

ザにおいて、パートナーシップの促

進、ＮＧＯ支援、環境情報の提供・

普及を実施。ホームページや、メー

ルマガジン、情報誌等を効果的に活

用している。 

地方環境パートナーシップオフィス

の設置や、ＮＰＯ等との協働での事

業を実施。 

環境教育等による環境保全の取組の

促進に関する法律に基づく協働取組

のモデル事業を国内各地で実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． インターネットを利用する若い世代

に対し、恒常的に周知徹底を図るため、

WEBサイト「Ｒｅ-Ｓｔｙｌｅ」（（ＰＣ

版）「http：//www.re-style.env.go.jp」、

（携帯版）「http：

//www.re-style.env.go.jp/k」）を運営

し、循環型社会の形成に関する最新デー

タやレポート等の掲載、循環型社会基本

計画の周知及び循環型社会に向けた多様

な活動等の情報発信を行い、国民、民間

団体及び事業者等における活動の促進を

図った。また、ソーシャルネットワーク

（Facebook）を活用し更なる情報発信の

効率化を行う。 

 

 

 

３．環境教育等促進法に基づき、事業者、

市民、民間団体等のあらゆる主体のパー

トナーシップによる取組の支援や交流の

機会を提供するために、「地球環境パー

トナーシッププラザ」（GEOC）及び「地

方環境パート 

ナーシップオフィス」（EPO）を拠点とし

てパートナーシップの促進を図る。 

地域の多様な主体との協働のもと、その

資源や創意工夫を最大限活用し地域を活

性化させ、持続可能な社会づくりに取り

組む協働取組モデル事業を実施。 
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４．国民に対し３Ｒ推進に対する理解と協

力を求めるため、関係府省（財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省、環境省、消費者庁）連

携の下、毎年１０月を「リデュース・リユ

ース・リサイクル（３Ｒ）推進月間」と定

め、引き続き、広く国民に向けて普及啓発

活動を実施する。（④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．大量生産、大量消費、大量廃棄型の社

会のあり方や国民のライフスタイルを見

直し、環境への負荷を抑えた循環型社会推

進のため、国民、事業者、行政が一体とな

った国民運動として、３Ｒによる循環型社

会づくりを推進するため、「３Ｒ推進全国

大会」を開催し、３Ｒに関する各種取組の

紹介、イベントの実施、各種キャンペーン

等を通じ、国民一人ひとりの行動へつなげ

る。また、地方環境事務所等が主催する地

方大会との連携を図りつつ、循環型社会の

形成に向けた施策の取組を進める。（④） 

 

 

 

 

言については、環境省の施策への反

映とともに、行政とＮＧＯのパート

ナーシップによる施策形成の可能性

について検討するために、追加調査

を実施。 

 

４．国民に対し３Ｒ推進に対する理

解と協力を求めるため、関係府省（財

務省、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省、消費者庁）連携の下、毎年

１０月を「リデュース・リユース・

リサイクル（３Ｒ）推進月間」と定

め、引き続き、広く国民に向けて普

及啓発活動を実施しました。また、

３Ｒ推進月間の事業の一環として、

３Ｒの推進に貢献している個人、グ

ループ、学校及び特に貢献の認めら

れる事業所等を表彰する「リデュー

ス・リユース・リサイクル推進功労

者等表彰」（リデュース・リユース・

リサイクル推進協議会主催）の開催

を引き続き後援した。 

 

５．国民、事業者、行政が一体とな

った国民運動として、３Ｒによる循

環型社会づくりを推進するため、「第

８回３Ｒ推進全国大会」を栃木県に

おいて開催し、３Ｒに関する各種取

組の紹介、イベントの実施、環境に

やさしい買い物キャンペーン等を実

施した。また、地方環境事務所等が

主催する地方大会との連携を図りつ

つ、循環型社会の形成に向けた施策

の取組を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 国民に対し３Ｒ推進に対する理

解と協力を求めるため、関係府省（財

務省、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省、消費者庁）連携の下、毎年

１０月を「リデュース・リユース・

リサイクル（３Ｒ）推進月間」と定

め、引き続き、広く国民に向けて普

及啓発活動を実施した。また、３Ｒ

推進月間の事業の一環として、３Ｒ

の推進に貢献している個人、グルー

プ、学校及び特に貢献の認められる

事業所等を表彰する「リデュース・

リユース・リサイクル推進功労者等

表彰」（リデュース・リユース・リ

サイクル推進協議会主催）の開催を

引き続き後援した。 

 

５． 平成 26年度は、「第９回 3R推

進全国大会」を環境省、相模原市及

び３R活動推進フォーラムと共催し、

イベントを通して 3R施策の普及啓発

を行いまいます。大会式典で環境大

臣表彰を行う 3R促進ポスターコンク

ールには、全国の小・中学生から約 1

万点の応募があり、環境教育活動の

促進にも貢献した。10月の 3R推進月

間では「環境にやさしい買い物キャ

ンペーン」を実施し、全国の都道府

県や流通事業者・小売事業者の協力

を得て、環境に配慮した商品の購入、

マイバッグ持参など 3R行動の実践を

呼びかけた。また、循環型社会の形

成や食品リサイクルを推進したすぐ

 

 

 

 

 

 

４． 国民に対し３Ｒ推進に対する理解と

協力を求めるため、関係府省（財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省、消費

者庁）連携の下、毎年１０月を「リデュ

ース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推

進月間」と定め、引き続き、広く国民に

向けて普及啓発活動を実施する。また、

３Ｒ推進月間の事業の一環として、３Ｒ

の推進に貢献している個人、グループ、

学校及び特に貢献の認められる事業所等

を表彰する「リデュース・リユース・リ

サイクル推進功労者等表彰」（リデュー

ス・リユース・リサイクル推進協議会主

催）の開催を引き続き後援する。 

 

 

 

５．平成 27年度は、「第 10回 3R推進全

国大会」を環境省、福井県及び３R活動推

進フォーラムと共催し、イベントを通し

て 3R施策の普及啓発を行う予定。また、

引き続き、環境大臣表彰、3R促進ポスタ

ーコンクール、「環境にやさしい買い物

キャンペーン」、循環型社会形成推進功

労者表彰を実施する予定。 
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６．容器包装リサイクル法に基づく容器包

装廃棄物排出抑制推進員（３Ｒマイスタ

ー）等の活動を支援し、容器包装リサイク

ルについての普及啓発を進めて行く。（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．普及啓発用資料の作成や、最新

知見等に係る研修を行い、容器包装

廃棄物排出抑制推進員（３Ｒマイス

ター）の活動を支援した。 

 

れた取組などの環境大臣表彰の推

薦、我が国の 3R制度・技術・経験の

変遷についての調査研究を実施する

とともに、これら 3Rに関する情報を

ホームページやメールニュース等に

より、全国に提供した。 

循環型社会形成推進功労者表彰は、

廃棄物の発生抑制（リデュース）、

再使用（リユース）、再生利用（リ

サイクル）の適切な推進に顕著な功

績があった個人、企業、団体を表彰

し、その功績をたたえて、循環型社

会の形成の推進に資することを目的

として、平成 18年度から実施してい

る。 

平成 26年度の受賞者数は、1個人、8

団体、8企業の計 17件であり、平成

26年 10月に開催される「第９回 3R

推進全国大会」式典において、表彰

式が行われた。 

 

６．普及啓発資料について、容器包

装廃棄物排出抑制推進員（３Ｒマイ

スター）の意見を踏まえた改訂を行

う。また、改訂後の普及啓発資料の

作成や、最新知見等に係る研修を行

い、容器包装廃棄物排出抑制推進員

（３Ｒマイスター）の活動を支援す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．中央環境審議会及び産業構造審議会

の合同会合において行われている容器包

装リサイクル制度の施行状況の点検等の

結果や、過年度までの事業の成果等を踏

まえながら、必要な措置を講じる。 

 

経

済

産

業

省 

１．経済産業省では、３Ｒに関する法制度

とその動向をまとめた冊子「資源循環ハン

ドブック」を毎年発行しているほか、３Ｒ

政策に関するウェブサイト

（http://www.meti.go.jp/policy/recycl

e/index.html）において、取組事例や関係

法令の紹介、各種調査報告書の提供等を実

施している。また、同ウェブサイトでは、

普及啓発用ＤＶＤ等の貸出も行っており、

上記ウェブサイトで周知している。（①） 

１． （１）資源循環ハンドブック２

０１３を５，０００部作成し、関係

機関に配布したほか、３Ｒに関する

環境教育に活用する等の一般の求め

に応じて配布を行った。 

（２）３Ｒ政策に関するウェブサイ

ト

（http://www.meti.go.jp/policy/r

ecycle/index.html）において、取組

事例や関係法令の紹介、各種調査報

１．（１）資源循環ハンドブック２

０１４を４，０００部作成し、関係

機関に配布したほか、３Ｒに関する

環境教育に活用する等の一般の求め

に応じて配布を行う。 

（２）３Ｒ政策に関するウェブサイ

ト

（http://www.meti.go.jp/policy/r

ecycle/index.html）において、取組

事例や関係法令の紹介、各種調査報

１．（１）資源循環ハンドブック２０１

５を作成し、関係機関に配布するほか、

３Ｒに関する環境教育に活用する等の一

般の求めに応じて配布を行うこととして

いる。（２）３Ｒ政策に関するウェブサ

イト

（http://www.meti.go.jp/policy/recyc

le/index.html）において、取組事例や関

係法令の紹介、各種調査報告書の提供及

びを行うとともに、普及啓発用ＤＶＤの
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２．１０月の３Ｒ推進月間において、関係

８省庁※が連携し、重点的な普及啓発活動

を実施している。※財務省・文部科学省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省・環境省・消費者庁（①、④） 

また、１０月の３Ｒ推進月間に併せて実施

されるリデュース・リユース・リサイクル

推進功労者等表彰（主催：リデュース・リ

ユース・リサイクル推進協議会）（以下、

「３Ｒ表彰」と言う。）及び資源循環技術・

システム表彰（主催：（一社）産業環境管

理協会）（以下、「システム表彰」と言う。）

を後援し、優れた３Ｒの取組の普及や新た

な資源循環ビジネスの創出を支援してい

る。（①、④） 

 

告書の提供を行うとともに、普及啓

発用ＤＶＤの貸出等を実施した。 

 

 

２． （１）３Ｒ表彰において、内閣

総理大臣賞１件、経済産業大臣賞３

件が表彰されたほか、システム表彰

においては、経済産業大臣賞１件が

表彰された。（２）ポスター展示、

リサイクルプラント見学会や関係機

関の実施するイベント等のＰＲを行

うとともに、環境省及び３Ｒ活動推

進フォーラムと共同の「環境にやさ

しい買い物キャンペーン」を通じた

消費者向けの普及啓発を行った。 

告書の提供を行うとともに、普及啓

発用ＤＶＤの貸出等を実施してい

る。 

 

２． （１）３Ｒ表彰では、内閣総理

大臣賞１件、経済産業大臣賞２件、

システム表彰（主催：（一社）産業

環境管理協会、後援：経済産業省）

では、経済産業大臣賞２件が表彰さ

れた。 

（２）ポスター展示、リサイクルプ

ラント見学会や関係機関の実施する

イベント等のＰＲを行うとともに、

環境省及び３Ｒ活動推進フォーラム

と共同の「環境にやさしい買い物キ

ャンペーン」を通じた消費者向けの

普及啓発を行った。 

貸出等を実施することとしている。 

 

 

 

２． （１）３Ｒ表彰及びシステム表彰に

対する後援を通じ、優れた３Ｒの取組の

普及や新たな資源循環ビジネスの創出を

支援する。 

（２）ポスター展示、リサイクルプラン

ト見学会や関係機関の実施するイベント

等のＰＲを行うとともに、環境省及び３

Ｒ活動推進フォーラムと共同の「環境に

やさしい買い物キャンペーン」を通じた

消費者向けの普及啓発を行うこととして

いる。 

農

林

水

産

省 

１．３R推進協議会が主催する「リデュー

ス・リユース・リサイクル推進功労者等表

彰」を後援し、３Rの取組が優れているも

のに農林水産大臣賞等を授与している。

（④） 

 

２．(一社)日本有機資源協会が主催する

「食品産業もったいない大賞」を協賛し、

地球温暖化・省エネルギー対策の取組が優

れている企業、団体等に農林水産大臣賞等

を授与している。（④） 

 

１．平成 25年度の３R表彰において、

農林水産大臣賞 2件、３R推進協議会

会長賞 3件が表彰された。 

 

 

 

２．第 1回食品産業もったいない大

賞において、農林水産大臣賞 1件、

食料産業局長賞 5件、審査委員会委

員長賞 6件が表彰された。 

１．平成 26年度の３R表彰において、

農林水産大臣賞 3件（5社）、３R推

進協議会会長賞 6件が表彰された。 

 

 

 

２．前年度に引き続き、食品産業も

ったいない大賞において、地球温暖

化・省エネルギー対策の優れた取組

に農林水産大臣賞等を授与すること

としている。 

１．及び２．引き続き当該表彰制度を通

じ、農林水産業・食品関連産業における

３R活動等の意識啓発に努めていくこと

としている。 

厚

生

労

働

省 

１．事業者が行う３R活動の推進 

３R推進協議会が主催する「リデュース・

リユース・リサイクル推進功労者等表彰」

を後援。同会の審査委員会委員に参画して

いる。また厚生労働省所管事業（医薬品等

に限る）について、優れていると審査委員

会に評価されたものについては、厚生労働

大臣賞を交付することを許可している。

１．平成４年度以降、製薬企業の事

業所等に対し、 

 ・ 内閣総理大臣賞  １件 

 ・ 厚生労働省大臣賞 １９件 

 ・ ３R推進協議会会長賞 １８件 

が公布された。 

１．製薬業界においても確実に、３R

の取組が定着していると思われる。 

１．平成２６年度以降も引き続き当該表

彰制度を通じて製薬業界における３R活

動の意識啓発に努めたい。 
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（④） 

国

土

交

通

省 

１．建設工事従事者が取組成果を実感でき

ることや一般国民の建設リサイクルに対

する理解と参画を得るため、国土交通省、

地方公共団体、関係業界団体により構成さ

れる建設リサイクル広報推進会議におい

て、建設リサイクルの推進に有用な技術情

報等の周知・伝達、技術開発の促進、一般

社会に向けた建設リサイクル活動の PRを

目的とした建設リサイクル技術発表会・技

術展示会を実施した。 

また、個々の現場における積極的なリサイ

クルの取組みを広く周知し、業界全体のリ

サイクル推進への意識の高揚に資するた

め、リデュース・リユース・リサイクル（３

Ｒ）推進功労者等表彰など各種取組を行っ

た。（②） 

 

１．毎年実施している建設リサイク

ル技術発表会・技術展示会を平成 25

年度は中部地方（愛知県）にて開催

した。 

また、リデュース・リユース・リサ

イクル（３Ｒ）推進功労者等表彰に

おいて、建設工事での優れた取組 6

件に対して国土交通大臣賞を贈っ

た。 

１．毎年実施している建設リサイク

ル技術発表会・技術展示会について

平成 26年度建設リサイクル技術発表

会・技術展示会を中国地方（広島県）

にて開催することとしている。 

また、リデュース・リユース・リサ

イクル（３Ｒ）推進功労者等表彰に

おいて、建設工事での優れた取組数

件に対して国土交通大臣賞を贈るこ

ととしている。 

１．引き続き、各地方での建設リサイク

ル技術発表会・技術展示会やリデュー

ス・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進

功労者等表彰など各種取組を実施するこ

ととしている。 

 


